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ごあいさつ 

日高市では、平成11年に「第1次日高市男女共同参画プラン」を

策定後、男女共同参画社会の実現に取り組んでまいりました。 

しかし、人口減少が進む中、本市が将来に渡り持続可能なまちづ

くりを進めて行くためには、性別や年齢にかかわらず、誰もがその

個性と能力を十分に発揮することのできる男女共同参画社会の形

成を、更に推進する必要があります。 

この度、第5次プランの取組の成果・課題を踏まえ、本市が取り組むべき施策を総合的、

計画的に推進するために「第6次日高市男女共同参画プラン」を策定しました。 

令和7年10月に我が国において初となる女性総理が誕生したことは、性別にかかわらず、

誰もが意欲と能力に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会の象徴であり、男女共同参画の

歩みにおいて極めて意義深い出来事です。 

しかしながら、固定的な性別役割分担意識や無意識の偏見や思い込みであるアンコンシャ

ス・バイアスは、地域社会や職場、家庭の中にいまだに根強く残っており、若い世代や女性の

活躍を阻害する要因の一つになっています。 

また、昨今の女性をめぐる課題は、DV、性暴力、生活困窮など多様化、複雑化しており、

令和6年4月には、この様々な問題に対応するために、「困難な問題を抱える女性への支援に関

する法律」が施行されました。 

本市では、こうした社会情勢の変化や新たに顕在化した課題等を踏まえ、今回のプランで

は、新たに「日高市困難な問題を抱える女性支援基本計画」を内包し、困難な問題を抱える女

性を包括的に支援するための取組を進めるとともに、市民の皆様や事業者の皆様との協働に

より、男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでまいりますので、一層のご理解とご協力を

お願い申し上げます。 

結びになりますが、計画の策定に当たりましては、「日高市男女共同参画に関する意識調

査」、「市民コメント」等にご協力いただきました市民・事業所の皆様、慎重なるご審議の上、

貴重なご意見、ご提言をいただきました日高市男女共同参画審議会の委員の皆様に心から厚

く御礼申し上げます。 

 

令和 8 年 3 月 

日高市長 谷ケ﨑 照 雄 
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序章  
 

男女共同参画社会の実現を目指して 
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 1  男女共同参画とは 

男女共同参画とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経

済的、社会的及び文化的な利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをい

います。 

本市では、平成 29 年 1 月に「日高市男女共同参画推進条例」を施行しました。条例

では 6 つの基本理念を定め、市、市民及び事業者の協力・連携による男女共同参画の総

合的かつ計画的な推進を図り、男女共同参画社会※の実現に寄与することを目的として

います。 

 

  

男性も女性も、 
心身及びその健康について 
正確な知識・情報を入手し、主体的に
行動し、健康を享受できるようにし
ていく必要があります。 

       男女共同参画社会の実現
のためには、国際社会と共 

に歩むことも大切です。国際的な協調の下
に取り組む必要があります。 
 
 

 
固定的な性別役割分担意識
にとらわれず、男女が様々
な活動ができるように社会
の制度や慣行の在り方を考
える必要があります。 

男女が対等な家族の構成員として、
互いに協力し、社会の支援も受け、
家族としての役割を果たしながら、
仕事や学習、地域活動等ができるよ
うにする必要があります。 

 

社会にお
ける制度
や慣行に
ついての

配慮 

男女が社会の対等な 
パートナーとして、 
あらゆる分野において 

方針の決定に参画できる機会を
確保する必要があります。 
 

 

男女共同参画 

を推進する 

上での 6 つの 

基本理念 

男女の個人としての 
尊厳を重んじ、 
男女の差別をなくし、 
男性も女性も一人の人間として 
能力を発揮できる機会を確保する
必要があります。 

国際的協調 

 

【日高市男女共同参画推進条例の 6つの基本理念】    

男女の 
人権の 
尊重 

家庭生活に 

おける活動と 

社会生活に 

おける活動の 

両立 

政策や 
方針の立案 

及び 
決定への 
共同参画 

生涯に 

わたる性と 

生殖に関する

健康と権利の

尊重 
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 2  男女共同参画社会のイメージ 

男女共同参画社会とは、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性

別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会のことです。 

 

 

 

  

男性も女性も意欲に応じて

あらゆる分野で活躍できる社会

家庭では
性別による固定的役割分担が
解消され、バランスのとれた家
庭生活が築かれます。

職場では
女性の政策・方針決定過程への
参画が進みます。男女が共に個
性や能力を発揮し、多様な人材
が活躍することにより、活力ある経
済活動が実現します。

男女共同参画社会が実現すると・・・ 

地域では 

性別・年代を問わず様々な地域活

動へ参画します。固定的な性別役

割分担意識やアンコンシャス・バイア

ス（無意識の偏見や思い込み）

にとらわれず男女が相互に協力し、

地域活動に貢献します。 
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 3  男女共同参画に関する動向 

１.国際的な動向 

世界では、昭和 50 年の国際婦人年世界会議（メキシコ会議）で「世界行動計画」が

採択されたのを始め、平成 7 年の第 4 回世界女性会議（北京会議）では、国際的な男女

共同参画の取組の規範となる「北京宣言及び行動綱領」が採択されました。 

平成 27 年に国連サミットで SDGs（持続可能な開発目標）を含む「持続可能な開発

のための 2030 アジェンダ※（行動計画）」が採択され、前文において「全ての人々の人

権を実現し、ジェンダー※平等と全ての女性と女児のエンパワーメント※（自己決定能力

の向上）を達成することを目指す」ことが記されました。 

平成 28 年の G7 伊勢志摩サミットでは、女性分野が優先アジェンダ（課題・議題に

関する行動計画）の一つとして取り上げられ、首脳宣言に、質の高い教育や訓練等を通

じた女性の能力開花を支援し、そのための「G7 行動指針」を支持すること、科学や技

術・工学・数学分野における女性の進出を促進するために「女性の理系キャリア促進の

ためのイニシアティブ（WINDS）」を立ち上げること、女性に対するあらゆる暴力への

対応強化にコミットする（責任を持って実行する）こと等が盛り込まれました。 

令和 4 年の国際女性会議 WAW! ※（World Assembly for Women）では、「新しい

資本主義に向けたジェンダー主流化」をメインテーマとしてジェンダー平等が実現され

たより良い社会に向けて議論と提言が行われました。 

令和 5 年の G7 広島サミットに合わせ、男女共同参画・女性活躍担当大臣会合が栃木

県日光市にて開催され、「G7 ジェンダー平等大臣共同声明（日光声明）」が採択されま

した。声明では「コロナ禍での教訓を生かす」「女性の経済的自立」といった点が明記

されました。 

このように、男女共同参画の実現は国際的にも課題であり、各国が協調して取組を推

進しています。 

 

 

 

 

 



5 

 

 

《ジェンダー・ギャップ指数（GGI）》     118 位／148 か国 

国際社会に目を向けると、2025（令和 7）年に世界経済フォーラムが公表した「ジェン

ダー・ギャップ指数（GGI）」では、我が国は 148 か国中 118 位となっています。 

我が国の男女共同参画の推進状況は、わずかに 5 年前よりも指数が改善したとはい

え、政治分野や経済分野が非常に遅れたものとなっています。 

 

2020 年分野ごとの順位（日本）  2025 年分野ごとの順位（日本） 

分野 順位 指数  分野 順位 指数 

経済 115 位 0.598  経済 112 位 0.613 

教育 91 位 0.983  教育 66 位 0.994 

健康 40 位 0.979  健康 50 位 0.973 

政治 144 位 0.049  政治 125 位 0.085 

 
指数とは、男女格差を測る指数で、0 が完全不平等、１が完全平等 

世界経済フォーラム「Global Gender Gap Report」より作成 
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コラム 1 SDGs（持続可能な開発目標） 

SDGs とは「Sustainable Development 

Goals（持続可能な開発目標）」の略称です。

SDGs は 2015 年 9 月の国連サミットで採択

されたもので、国連加盟 193 か国が 2016 年

から 2030 年までの 15 年間で達成するため

に掲げた目標です。 

SDGs の根幹にある「持続可能な開発」とは、「将来世代のニーズを損なわず

に、現代世代のニーズを満たす開発」のことをいいます。SDGs の前文には、全

てのゴールに「ジェンダー主流化」を行うことが基本原則として明記されました。

SDGs にはあらゆる分野における社会の課題と長期的な視点でのニーズが詰ま

っています。   

世界を変えるための 17 の目標として、以下のものが掲げられています。 

1．貧困をなくそう 

2．飢餓をゼロに 

3．全ての人に健康と福祉を 

4．質の高い教育をみんなに 

5．ジェンダー平等を実現しよう 

6．安全な水とトイレを世界中に 

7．エネルギーをみんなに 

そしてクリーンに 

8．働きがいも経済成長も 

9．産業と技術革新の基盤をつくろう 

10．人や国の不平等をなくそう 

11．住み続けられるまちづくりを 

12．つくる責任つかう責任 

13．気候変動に具体的な対策を 

14．海の豊かさを守ろう 

15．陸の豊かさも守ろう 

16. 平和と公正を全ての人に 

17. パートナーシップで目標を達成しよう 
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２.国の動向 

国では、平成 11 年 6 月に「男女共同参画社会基本法※」を施行し、平成 12 年 12 月

に男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進するための中心的な仕組みとし

て「男女共同参画基本計画※」を閣議決定しました。 

平成 13 年 10 月には、配偶者からの暴力※に係る通報、相談、保護、自立支援等の体

制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、「配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律※」が施行されました。なお、平成 26 年 1 月

以降は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」となり、生活の本

拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びそ

の被害者に準じて、法の適用対象とされることとなりました。 

平成 28 年４月には、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進するため、

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律※」が完全施行されました。 

平成 29 年 6 月には、「子育て安心プラン」が公表され、平成 30 年度から令和 4 年

度末までの 5 年間で女性就業率 80％にも対応できるよう、約 32 万人分の保育の受皿

を整備することが示されました。 

平成 30 年 5 月には、議会選挙において男女の候補者の数ができる限り均等となるこ

とを目指すことなどを基本原則とする「政治分野における男女共同参画の推進に関する

法律」が施行されました。 

平成 31 年 4 月からは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」

が順次施行され、ワーク・ライフ・バランス※実現のため、長時間労働の是正、多様で

柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらず公正な待遇の確保等の措置を講じることが

示されました。 

 令和 2 年 4 月には、DV（ドメスティック・バイオレンス※）の被害者の適切な保護

が行われるよう、相互に連携、協力すべき機関として児童相談所を法律上明確化するこ

と等を盛り込んだ「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正す

る法律」が施行されました。 

 育児・介護休業法の改正に伴い、令和４年１０月には、子どもの出生後 8 週間以内

に、父親が 4 週間（28 日間）を限度に、2 回まで分けての取得が可能な「出生時育児

休業（産後パパ育休）※」制度が施行されました。 

 令和 6 年 4 月には、DV やストーカー、性被害、生活困窮などの問題を抱える女性を

支援するため、昨今の女性を巡る課題を反映させた「困難な問題を抱える女性への支援
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に関する法律※」が施行されました。 

このように、国としても、男女共同参画の実現に向けた取組を官民連携で積極的に推

進しています。 

 

３.県の動向 

令和 4 年 3 月に男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めの基本的な計画として「埼玉県男女共同参画基本計画」（令和 4 年度～令和 8 年度）

及び、DV（ドメスティック・バイオレンス）に関する施策の総合的な計画として「配偶

者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画（第 5 次）」（令和 4 年度～令和 8 年度）

が策定されました。 

また、令和 4 年 5 月公布の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に基

づき、困難な問題を抱える女性の人権が尊重され、女性が安心して、かつ、自立して暮

らせる社会の実現を目指し、令和 6 年 3 月に「埼玉県困難な問題を抱える女性支援基

本計画」（令和 6 年度～令和８年度）が策定されました。 

このように、県においても、国や自治体と連携し男女共同参画の実現に向けた取組を

積極的に推進しています。 

 

４.市の動向 

本市では、性別による固定観念を取り除き、男女が自らの生き方を主体的に選択し、

個性と能力を十分に発揮しながら生き生きと生活できる男女共同参画社会の実現を目

指して、平成 11 年 3 月に「第 1 次日高市男女共同参画プラン（平成 11 年度～平成 16

年度）」を策定しました。その後、第２次（平成 17 年度～平成 22 年度）、第 3 次（平

成 23 年度～平成 27 年度）と計画を策定し、男女共同参画社会の実現に取り組んでき

ました。 

また、平成 28 年 3 月には、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する

法律」に基づく「日高市 DV 防止基本計画」と、「女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律」に基づく「日高市女性の活躍推進計画」を包含した「第 4 次日高市男女共

同参画プラン」（平成 28 年度～令和 2 年度）を策定しました。 

平成 29 年 1 月には、男女共同参画社会の実現を目指して、市民、事業者、市がそれ

ぞれの責務を果たすことを定めた「日高市男女共同参画推進条例」及び「日高市男女共
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同参画審議会条例」を施行しました。これらの条例に基づき、平成 29 年３月には、「日

高市男女共同参画審議会」を設置し、審議会において、基本計画に関する事項や男女共

同参画に関する重要事項を調査審議してきました。 

令和 3 年 3 月には、より市民の皆様に親しみやすく、分かりやすいものにするため、

計画の基本理念を「○ひ とりひとり ○だ れもが ○か がやく 日高」と定め、「第 5 次日

高市男女共同参画プラン」（令和 3 年度～令和 7 年度）を策定しました。 

令和 4 年 1 月には、一人一人がお互いの人権を尊重し、誰もが自分らしく生き生き

と生活できる社会の実現を目指して、「日高市パートナーシップ・ファミリーシップ宣

誓制度」をスタートしました。 

パートナーシップ宣誓制度は、お互いを人生のパートナーとして助け合い、協力し合

って生活を共にすると約束した、一方又は双方が性的少数者※である二人が、市長に対

してパートナーであることを宣誓し、市が宣誓書受領書や宣誓書受領カードを交付する

制度です。また、ファミリーシップ宣誓制度により、パートナーシップの宣誓をする人

に子ども等がいる場合、家族の関係にあることを併せて宣誓することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県マスコット「さいたまっち」  日高市マスコット「くりっかー」「くりっぴー」  埼玉県マスコット「コバトン」 
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コラム２ パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る５市連携協定 

令和５年２月に埼玉県西部地域まちづくり協議会（所沢

市・飯能市・狭山市・入間市・日高市）の 5 市で、性的少数

者とその家族に係るパートナーシップ・ファミリーシップ制

度について、連携協定を締結しました。 

 この協定により、本制度を利用している人の 5 市間での転

出入に伴う手続が簡略化されます。また、5 市で連携した制

度の周知、啓発等について取り組みます。 

 

 

 

コラム 3 ジェンダー（gender） 

人間には生まれついての生物学的性別（セック

ス／sex）があります。一方、社会通念や慣習の中

には、社会によってつくり上げられた「男性像」、

「女性像」があり、このような男性、女性の別をジ

ェンダー（gender）といいます。ジェンダー(gender）は、「社会的・文化的に

形成された性別」のことです。それ自体に良い、悪いという価値を含むものでは

なく、中立的な概念であり、国際的にも広く使われています。 

一方で、ジェンダー(gender)が性差別、性別による固定的

役割分担、偏見等につながっている場合もあり、これらが社

会的につくられたものであることを意識していく必要があり

ます。「男は仕事、女は家庭」、「男性は主要な業務、女性は補

助的業務」等の性別による固定的役割分担は、本来、個人の能力等によって役割

の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、男性、女性という性別を理由

として、役割を固定的に決めている例です。 
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コラム 4 LGBTQ／性の多様性を知る 

「LGBTQ※」とは以下の言葉の頭文字をとって組み合わせたもので、「性的少数者」

（セクシュアルマイノリティ）を表す言葉の一つとして使われます。 

【性的指向※(Sexual Orientation) どのような性別の人を好きになるか】 

L：Lesbian（レズビアン） 女性の同性愛者 

G：Gay（ゲイ） 男性の同性愛者  

B：Bisexual（バイセクシュアル） 両性愛者 

【性自認※（Gender Identity） 自分の性をどのように認識しているか】 

T：Transgender（トランスジェンダー） 身体の性と心の性の不一致 

Q：Queer（クィア）又は Questioning（クエスチョニング） 

Queer（クィア） 性的マイノリティ全体を包括的に表す。かつては

差別的な意味合いで使われることがあったが、現在は当事者によって

肯定的に使われることが多い。 

Questioning（クエスチョニング） 自分の性自認や性的指向が定

まっていない、あるいは探求中の人 

上記の性的指向（Sexual Orientation）と性自認（Gender Identity）の頭文字

を合わせて SOGI※（ソジ又はソギ）という略語が用いられることがあります。性

的マイノリティの総称として用いられる LGBTQ と異なり、SOGI は誰もが性的指

向と性自認を持っているため全ての人に関わる概念として用いられます。SOGI と

いう言葉は、個人の性のあり方の多様性を尊重し、差別やハラスメントをなくすた

めの認識を広める上で重要なキーワードとなっています。 

一人一人が持つ性の在り方は様々です。性的指向や性自認を理由とする偏見や

差別（SOGI ハラスメント）をなくすためには、異性愛など世の中の多数を占める

人の意識や社会の在り方を見直す必要があります。誰もが自分の性を尊重され「自

分らしく」生きられる社会のため、一人一人が多様な性への理解を深めることが大

切です。 
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第 1 章  
 

計画の概要 
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 1  計画策定の趣旨 

我が国では、個人の尊重と法の下の平等が日本国憲法にうたわれており、男女平等の

実現に向けた様々な取組が着実に進められています。 

男女共同参画を推進していく中で、女性は日常生活や社会生活において、女性である

ことにより性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性など様々な困難な問題に直面

することが多く、その問題も多様化、複雑化、複合化しています。こうした女性に対す

る支援の実施のため、令和 6 年 4 月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法

律」が施行されました。この法律では、本人の意思が尊重された支援の提供、関係機関

及び民間の団体の協働による早期から切れ目ない支援の実施、人権の擁護と男女平等の

実現が基本理念として掲げられました。このような状況を踏まえ、本市では「第 5 次日

高市男女共同参画プラン」の計画期間が終了することから、「日高市困難な問題を抱え

る女性支援基本計画」を包含し、男女共同参画社会の実現に向けて「第 6 次日高市男女

共同参画プラン（令和 8 年度～令和 12 年度）」（以下「本計画」という。）を策定しま

した。 

本計画は、日高市男女共同参画推進条例第 9 条第 1 項に基づく「男女共同参画の推

進に関する基本的な計画」として、本市が男女共同参画社会の実現に向けて、進むべき

方向と具体的な目標及び目標を達成するための施策体系を示すことにより、施策を総合

的、計画的に推進するために策定しました。 

 

 2  計画の位置付け   

(1) 男女共同参画基本計画としての位置付け 

本計画は、男女共同参画社会基本法第 14 条第３項に基づく「男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策についての基本的な計画」として位置付けています。 

(2) 女性活躍推進計画としての位置付け 

本計画の基本目標２の「自身の能力を発揮できる就業と、仕事と家庭生活の両立の支

援」に関連する部分は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第 6 条第 2 項

に基づく市町村推進計画として位置付けています。 
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(3) DV 防止基本計画としての位置付け 

本計画の基本目標 4 の「DV 防止及び DV 被害者・困難な問題を抱える女性への支援」

のうち関連する部分は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第２

条の 3 第 3 項に規定する市町村基本計画として位置付けています。 

(4) 日高市困難な問題を抱える女性支援基本計画としての位置付け 

本計画の基本目標 4 の「DV 防止及び DV 被害者・困難な問題を抱える女性への支援」

のうち関連する部分は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第 8 条第 3 項

に規定する市町村基本計画として位置付けています。 

(5) 法令及び関連計画との整合性 

本計画は、男女共同参画社会基本法、国の男女共同参画基本計画及び埼玉県男女共同

参画基本計画を踏まえ、日高市総合計画及びその他の関連計画との整合性を図っていま

す。 

(6) 計画に対する市民の意見の反映 

本計画の策定に当たっては、日高市男女共同参画審議会による審議、令和 6 年度日高

市男女共同参画に関する意識調査及び令和 7 年度に実施した市民コメントにより、市

民の意見や要望を踏まえて策定しました。 
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◆計画の位置付けと他計画との連携イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  計画の期間 

本計画の期間は、令和 8 年度から令和 12 年度までの 5 年間としています。 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 令和 13 年度 

 

 

 

  

 男女共同参画基本計画 

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等のための施策に関する基本的な方針 

 困難な問題を抱える女性への支援のため

の施策に関する基本的な方針 

日高市男女共同参画プラン 

日高 市 総合 計 画  

❏ 日高市地域福祉計画 

 日高市こどもの未来プロジェ

クト（日高市こども計画） 

 日高市高齢者福祉計画･介護

保険事業計画 

 日高市障がい者計画・障がい

福祉計画・障がい児福祉計画 

等 

各種関連計画 

連携 

整合 

国 県 

 埼玉県男女共同参画基本計画 

 配偶者等からの暴力防止及び被

害者支援基本計画 

 埼玉県困難な問題を抱える女性

支援基本計画 

日高市女性活躍推進計画 

第 6 次日高市総合計画 

（令和 3 年度～令和 1２年度） 

第 6 次日高市男女共同参画プラン 
（令和 8 年度～令和 12 年度） 

次期計画 

次期計画 

第 5 次日高市男女共同参画プラン 
（令和 3 年度～令和 7 年度） 

日高市 DV 防止基本計画 

日高市困難な問題を 
抱える女性支援基本計画 
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第 2 章  
 

計画の基本的な考え方 
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 1  計画の基本理念 

 

 

 

前回の第 5 次プランでは、日高市男女共同参画推進条例の 6 つの基本理念を踏まえ、

計画の基本理念を「ひとりひとり だれもが かがやく 日高」と定めました。 

この基本理念には、市民「ひとりひとり」が、男性や女性という性別にとらわれず、

高齢者、障がい者、外国人、性的少数者、また、ひとり親の貧困世帯などの女性である

ことで複合的に困難な状況に置かれやすい人なども含めた「だれもが」、その立場によ

って活躍の場を制限されることなく、自分の個性や意欲に応じて主体的に選択し、「か

がやく」ために、生き生きと生活できるまち「日高」を目指す、という意味が込められ

ています。本計画においても、この理念を踏襲して男女共同参画を推進します。 

 

 

  

「○ひ とりひとり ○だ れもが ○か がやく 日高」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

き 
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コラム 5 アンコンシャス・バイアス 

アンコンシャス・バイアス（Unconscious Bias）とは、無意識のうちに持って

しまう「ものの見方」や「思い込み」のことです。育った環

境、経験、文化などによって形成され、自分では気付かない

うちに判断や行動に影響を与えます。 

例えば、「看護師」と聞くと、多くの人が無意識に「献身

的な女性」を想像してしまうのは、典型的なジェンダーバ

イアスであり、アンコンシャス・バイアスの一つです。 

ほかにも、「高齢者は新しい技術を覚えるのが苦手だ」、

「若手は経験がないから、重要な仕事は任せられない」といった、年齢により潜

在能力や学習能力を過小評価する年齢バイアスなどもアンコンシャス・バイアス

の一つです。 

これは悪意なく生じるものですが、差別や偏見につながる可能性があり、組織

や社会における多様性の尊重を妨げる要因となることがあります。 
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 2  計画の基本目標 

本計画では、男女共同参画社会の実現のため、計画の基本理念である「○ひ とりひと

り ○だ れもが ○か がやく 日高」を踏まえて５つの基本目標を定め、施策の推進を図

ります。 

 

 

 

 

 

男女共同参画社会の実現を目指す上で、人々の意識の中に形成された固定的な性別役

割分担意識※やアンコンシャス・バイアス※（無意識の偏見や思い込み）の解消と、人権

尊重を基盤とした男女平等観の形成は、ほかの全ての取組の基礎となる最も重要な部分

の一つです。 

男女が互いを尊重し、一人一人が個性や能力を発揮できるよう、男女共同参画社会の

実現に向けた理解の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

人口減少社会にある中で、持続的な成長を実現していくためには、「女性の能力」の

発揮が必要です。女性の活躍が進むことは、女性だけではなく、男女が共に仕事と家庭

生活を両立できる暮らしやすい社会の実現にもつながります。 

男女共同参画社会の実現のため、女性がその能力を十分に発揮することができるよう、

多様で柔軟な働き方等を通じたワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を推進し

ます。 

  

自身の能力を発揮できる就業と、仕事と家庭生活の両立の支援 

日高市女性活躍推進計画 

男女共同参画社会の実現に向けた理解の促進 
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女性は、労働力人口の４割以上を占めています。政治、経済、教育といったあらゆる

分野において、政策・方針決定過程に男女が共に参画し、女性の活躍が進むことは、誰

もが暮らしやすい社会の実現につながります。 

急速な人口減少と地域社会の担い手の高齢化という厳しい現実に直面する中、活力あ

る地域社会を形成するため、地域の様々な場面において、リーダーとしての女性の参画

を拡大し、地域における女性の活躍を推進します。 

 

 

 

 

配偶者等からの暴力は、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。配偶者等が暴力

を振るうことは、個人の尊厳を害し、男女共同参画社会の実現の妨げとなっています。 

本市では、被害者の立場に立って、自立に向けた継続的な支援を行うとともに、暴力

（DV）を容認しない社会の実現に向けた取組を積極的に進めます。 

また、行政や民間団体などの関係機関が連携することで、困難な問題を抱える女性を

早期に把握し、包括的に支援するための取組を行います。 

 

 

 

 

男女が共に生涯にわたって健康に生活できるよう、リプロダクティブ・ヘルス／ライ

ツ※(性と生殖に関する健康と権利)についての考え方の普及を図るとともに、男女の性

差に応じた健康を支援するための取組を推進します。 

ひとり親家庭、生活困窮家庭、高齢者、障がい者、外国人、性的少数者なども含めた

誰もが安心して暮らせるような社会の実現に努めます。  

DV 防止及び DV 被害者・困難な問題を抱える女性への支援 

日 高 市 DV 防 止 基 本 計 画  

 

政策や地域、あらゆる分野での男女共同参画の推進 

誰もが安心して安全に暮らせる社会の実現 

日 高 市 困 難 な 問 題 を 抱 え

る 女 性 支 援 基 本 計 画  
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 3  施策体系 
 

 

  

1 男女共同参画社会の

実現に向けた理解の

促進 

① 男女共同参画社会の実現に向けた情報

提供、啓発活動の推進 

② 男女共同参画の視点に立った教育の 

推進 

③ 男女共同参画に関する国際交流と 

国際的な協調 

２ 自身の能力を発揮で

きる就業と、仕事と家

庭生活の両立の支援 

④ 仕事と家庭生活の両立しやすい環境の

整備 

 
⑤ 雇用等における男女共同参画の推進 

３ 政策や地域、あらゆ

る分野での男女共同

参画の推進 

⑥ 政策・方針決定過程への男女共同参画の

推進 

⑦ 地域活動における男女共同参画の促進 

⑧ 啓発等による暴力の防止と、支援に 

関する情報の提供 

４ DV 防止及び DV 被

害者・困難な問題を

抱える女性への支援 

⑨ 被害者の安全確保と支援体制の充実 

⑩ 安心して生活を再建するための自立 

支援 

５ 誰もが安心して安全

に暮らせる社会の 

実現 

⑪ 困難な問題を抱える女性への支援 

⑬ 誰もが安心して暮らせる環境の整備 

⑭ 男女共同参画の視点に立った防災・ 

災害対策の推進 

（日高市女性活躍推進計画） 

 

（日高市 DV 防止基本計画） 

 

基本目標 施策の方向 

基
本
理
念 

ひ
と
り
ひ
と
り 

だ
れ
も
が 

か
が
や
く 

日
高 

（日高市困難な問題を抱える女性支援基本計画） 

⑫ 男女の異なる健康上の問題を踏まえた 

生涯にわたる健康づくり 
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◦ 男女共同参画に関する情報提供、啓発 

◦ 男女共同参画に関する市民意識の調査 

◦ 男女共同参画に関する講座・講演会等の開催 

 

事業 

◦ 男女間格差是正のための情報提供、啓発 

◦ 女性の活躍推進やワーク・ライフ・バランスの実現

に向けた啓発 

◦ ポジティブ・アクションの推進 

◦ 労働環境、雇用に関する相談体制の充実 

◦ 起業、再就職、能力開発への支援 

 

◦ 審議会等における女性委員の登用の推進 

◦ 市職員の女性の管理職への登用の推進 

◦ 女性の政治参画における意識啓発 

 

 

◦ ボランティア団体・NPO 団体への意識啓発 

 

◦ 地域活動における男女共同参画の促進 

 
◦DV 防止に関する情報提供、啓発 

 

◦ 若年層への暴力防止に関する啓発 

 
◦ 早期発見のための取組の強化 

◦ DV 相談体制の充実 

◦ 関係機関等との連携の強化 

 

◦ 庁内連携体制の充実 

 

◦ 生活の再建に向けた支援体制の整備 

 ◦ 困難な問題を抱える女性への相談体制の充実 

◦ 生活に困窮した女性への就労相談 

 

◦ 予期せぬ妊娠や特に支援が必要な妊産婦への

支援の充実 

◦ 若年層に対する性に関する正しい知識の提供 

 

 

◦ 男女共同参画の視点に立った学校教育の推進 

◦ ジェンダーにとらわれないキャリア教育 

◦ 教職員・保育従事者等への研修の充実 

 

◦ 家庭教育での取組の促進 

◦ 生涯にわたる学習機会の充実 

 
◦ 国際理解に関する講座・講演会等の開催 

◦ 国際交流の推進 

◦ 男女共同参画に関する国際的動向の啓発 ◦ 家庭教育での取組の啓発 

◦ 生涯にわたる学習機会の充実 

 
◦ 保育所、学童保育室等の整備 

◦ 切れ目のない子育て支援と相談体制の充実 

◦ ケアラーに対する支援の充実 

◦ ワーク・ライフ・バランスに関する情報提供と意識 

啓発 

◦ 男性の家事や育児への参画のための支援 

◦ 家庭教育での取組の啓発 

◦ 生涯にわたる学習機会の充実 

 

◦ 性と生殖に関する健康と権利の考え方の普及 

啓発 

◦ ライフステージに応じた健康支援の充実 

◦ 健康講座等の実施と充実 

◦ 妊娠・出産期の健康管理の充実 

◦ 母子保健事業の充実 

 
◦ ひとり親家庭、生活困窮家庭への支援 

◦ 高齢者と介護者への支援 

◦ 障がい者と介助者への支援 

◦ 外国人への支援 

◦ 性的少数者（LGBTQ 等）に対する理解促進と

支援 

 
◦ 女性の視点を取り入れた地域防災計画及び 

各種計画の策定 

◦ 男女共同参画の視点を取り入れた災害対策の

推進 
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 4  成果指標 

 

成果指標 
R1 の 

実績値 

R7 の 

目標値 

現状値 

(R6) 

目標値

(R12) 

① 

社会全体における男女の地位が平等

と感じる市民の割合 16.5% 20% 12.8% 20% 

関連する基本目標：基本目標１ 

② 

市内事業所での育児休業取得者に占

める男性の割合 5.2% 15% 34.9% 40% 

関連する基本目標：基本目標２ 

③ 
保育所・学童保育室待機児童数 

０人 ０人 ０人 0 人 
関連する基本目標：基本目標２ 

④ 

市職員の主査級以上の職員に占める

女性の割合 22.3% 28% 23.9% 28% 

関連する基本目標：基本目標３ 

⑤ 

審議会等委員における女性の割合注） 

43.1% 45% 44.8% 47% 
関連する基本目標：基本目標 3 

⑥ 

配偶者等から暴力(DV)を受けた際

に誰かに相談した市民の割合 25.3% 30% 29.5% 33% 

関連する基本目標：基本目標４ 

⑦ 

母子・父子家庭自立支援給付金受給

者のうち就労に至った割合 100％ 100％ 100％ 100% 

関連する基本目標：基本目標５ 

注）審議会等は、「日高市審議会等の設置及び委員の選任等に関する指針」では、「地方自治法第 138 条の 4 第 3 項に基

づく附属機関」と「これに類する審議会等（規則、要綱等により設置されるもの）」を総括して審議会等としています。 
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基本目標１ 

男女共同参画社会の実現に向けた理解の促進 

1.男女共同参画社会の実現に向けた情報提供、啓発活動の推進 

女性だけではなく男性も含め、子どもから高齢者まで全ての市民が、男女共同参画の

意義を理解できるよう、親しみやすく分かりやすい情報提供、啓発を行います。 

主な取組 

事業 内容 実施主体 

男女共同参画に関する

情報提供、啓発 

広報ひだかや市ホームページ及びチラシ等

による情報提供、啓発を行います。 
総務課 

男女共同参画に関する

市民意識の調査 

男女共同参画に関連する講座、講演会等でア

ンケートを実施します。次期プランに向けて

市民・市内事業所への意識調査を実施しま

す。 

総務課 

男女共同参画に関する

講座・講演会等の開催 

パネル展の開催や図書館での関連図書の展

示等により、男女共同参画に関する啓発を行

います。また、人権に関する研修会や学習会

において、性の多様性等を取り上げ、人権に

関する理解を深める機会を拡充します。 

総務課・生涯

学習課 

 

      

【男女共同参画パネル展】       【男女共同参画図書展示】  
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2.男女共同参画の視点に立った教育の推進 

男女共同参画社会の実現のためには、市民一人一人が男女共同参画の意義を理解する

ことが必要です。そのため、学校、家庭、地域における男女共同参画の視点に立った教

育を推進します。 

主な取組 

事業 内容 実施主体 

男女共同参画の視点に

立った学校教育の推進 

男女共同参画の視点に立った市内小中学校及

び義務教育学校での教育を推進し、男女平等の

意識を醸成します。また、生徒を対象とした

LGBTQ 講演会を実施します。 

総務課・学校

教育課 

ジェンダーにとらわれ

ないキャリア教育 

性別に関係なく男女共同で取り組む職場体験

の機会など、固定的な性別役割分担意識にとら

われることなく、生き方や能力、適性などに応

じた進路を主体的に選択する能力や態度を身

に付けられるような教育を推進します。 

学校教育課 

教職員・保育従事者等

への研修の充実 

教育や保育に携わる者が男女共同参画の理念

を理解し、児童生徒や幼児の発達段階に応じた

教育・指導等を行うことができるよう、県の啓

発資料の配布等により意識の啓発を図り、研修

等を実施します。 

学校教育課・

子育て応援課 

家庭教育での取組の促

進 

地域の青少年育成組織による情報提供や啓発

を通じて家庭教育での取組を促進します。 
生涯学習課 

生涯にわたる学習機会

の充実 

図書館に貸出用の関連図書や DVD を配置する

とともに、公民館において市民ニーズに応じて

特別家庭教育講習会を開催するなどの事業を

進めます。 

図書館・公民

館 
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３.男女共同参画に関する国際交流と国際的な協調 

国際交流事業を通じて国際的視野を持つことのできる人材を育成し、市内に住む外国

人との交流の機会を活用して国際理解を促進します。また、男女共同参画に関する国際

的動向への関心を高めるための情報提供を行います。 

主な取組 

事業 内容 実施主体 

国 際 理 解 に 関 す る 講

座・講演会等の開催 

市国際交流協会の活動を通じて市民の国際理

解や市内に住む外国人との交流を促進しま

す。 

総務課 

国際交流の推進 

友好都市大韓民国烏山市との交流事業や海外

留学疑似体験事業など、市民への国際交流の

機会を確保します。 

総務課・学校

教育課 

男女共同参画に関する

国際的動向の啓発 

男女共同参画に関する国際的な動向につい

て、国や県などからのチラシやパンフレット

を活用して、市民への情報提供、啓発を行い

ます。 

総務課 
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基本目標 2 

自身の能力を発揮できる就業と、仕事と家庭生活の両立の支援 

４.仕事と家庭生活の両立しやすい環境の整備 

共働き夫婦が増えている近年においても、女性の家事・育児・介護への負担は男性よ

り多い状況にあります。また、生活において、女性は家庭を優先、男性は仕事を優先せ

ざるを得ないのが現状です。 

 女性の活躍推進やワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、男女が共に仕事や家庭

生活を両立するための意識啓発や環境整備を行います。 

主な取組 

事業 内容 実施主体 

保育所、学童保育室等

の整備 

保育所・学童保育室の待機児童ゼロの状態

を維持し、子どもの成長や個々の家庭のニ

ーズに合わせた支援を提供します。 

子育て応援課 

切れ目のない子育て支

援と相談体制の充実 

妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援

を行います。また、関係機関との連携を深

め、子育てに関する相談体制を充実します。 

子育て応援課・

こ ど も 家 庭 セ

ンター・保健相

談センター 

ケアラーに対する支援

の充実 

認知症サポーター養成講座や家族介護教室

の実施を通じて、市民の認知症への理解促

進とケアラーの負担軽減に努めます。 

長 寿 い き が い

課 

ワーク・ライフ・バラン

スに関する情報提供と

意識啓発 

広報ひだかや市ホームページ、チラシを活

用してワーク・ライフ・バランスについて情

報提供し、市民への意識の啓発を図ります。 

総務課 

男性の家事や育児への

参画のための支援 

男性が、家事や育児について学び、家庭にお

いて積極的に参画できるよう、親子での参

加講座やパパママ教室等について開催日時

等を工夫しながら実施します。 

公民館・保健相

談センター 

日 高 市 女 性 活 躍 推 進 計 画  
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５.雇用等における男女共同参画の推進 

長時間労働が少ない、育児・介護休暇が取りやすい、女性が活躍できるといった、男

性も女性も働きやすい職場環境を整備することが、男女共同参画の実現には必要です。 

また、職場環境の整備には事業所の理解も必要です。そのため市内事業所に向けた啓

発、各種相談を実施します。 

主な取組 

事業 内容 実施主体 

男女間格差是正の

ための情報提供、啓

発 

関係機関のパンフレット等を活用した情報提供、啓

発を行います。また、家族経営協定※を普及させる

ための取組を推進します。 

総務課・産業

振興課 

女性の活躍推進や

ワーク・ライフ・バ

ランスの実現に向

けた啓発 

長時間労働是正、休暇取得促進を始めとした働き方

の見直しや非正規雇用労働者の雇用環境改善、パワ

ー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント※

等、職場におけるハラスメント防止の啓発のため、

広報ひだかや市ホームページ、チラシなどを活用し

た市民や事業所への情報提供や啓発を行います。 

総務課・産業

振興課 

ポジティブ・アクシ

ョン※の推進 

職場での男女格差を積極的に解消するため、市内事

業所への情報提供や啓発などにより、女性の意思決

定の場への参画や女性の管理職登用を促進します。 

総務課・産業

振興課 

労働環境、雇用に関

する相談体制の充

実 

労働に関する問題を解決するため、専門の相談員に

よる相談支援体制を充実します。 
産業振興課 

起業、再就職、能力

開発への支援 

起業や再就職、能力開発など女性の就労を支援する

ため、年代やライフステージに合わせた講座や相談

事業を県、近隣市町、商工会等の関係機関との共催

や連携により実施し、女性の活躍を支援します。 

総務課・産業

振興課 
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基本目標 3 

政策や地域、あらゆる分野での男女共同参画の推進 

６.政策・方針決定過程への男女共同参画の推進 

市の政策や学校、各種団体などでの政策・方針決定過程において、男女が対等に参画

することが大切です。特に審議会は、市の方針・政策決定に大きな影響を与える仕組み

の一つです。これまでの取組により、本市での審議会等における女性委員は、近年にお

いて県内で最も高い割合（令和 6 年度県平均 30.1%、日高市 42.3%）となっていま

す。今後も、審議会等における女性委員の登用の推進や市職員の管理職への登用の推進

に向けた取組を行います。 

主な取組 

事業 内容 実施主体 

審議会等における女性

委員の登用の推進 

女性委員の登用状況を把握し、県内で高い水

準を有している審議会等への女性委員の登用

を今後も維持、向上させるよう取組を進めま

す。 

総務課・各課 

市職員の女性の管理職

への登用の推進 

キャリアデザイン研修等を実施し、女性の意

欲と能力を職場でも生かせるよう、組織的な

女性の管理職への登用を計画的に推進しま

す。 

総務課 

女性の政治参画におけ

る意識啓発 

広報ひだかや市ホームページ、チラシを活用

して女性の政治参画について情報提供し、市

民への意識の啓発を図ります。女性のリーダ

ーシップをテーマとしたイベント等の取組を

進めます。 

総務課 
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７.地域活動における男女共同参画の促進 

ボランティア活動などの市民活動や地域活動の活性化に向けて、男女共同参画を促進

します。 

主な取組 

事業 内容 実施主体 

ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 ・

NPO 団体への意識啓発 

地域社会とのつながりの強い市民活動団体へ

の男女共同参画を促進するため、情報提供等

による意識の啓発を図ります。 

総務課 

地域活動における男女

共同参画の促進 

誰もが住み良いまちづくりの実現に向けた地

域社会活性化のため、自治会運営の手引きを

通して地域活動における男女共同参画を促進

します。 

総務課 
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 基本目標 4 

DV 防止及び DV 被害者・困難な問題を抱える女性への支援 

8.啓発等による暴力の防止と、支援に関する情報の提供 

身体的・精神的な暴力などを始めとした DV は、犯罪行為を含む重大な人権侵害であ

り、男女共同参画社会の形成を大きく阻害するものです。また近年では、交際相手から

の暴力であるデート DV※の増加を始め、ストーカー行為による被害や、SNS 等を利用

した性犯罪や売買春、人身取引等が深刻化し、その被害者の多くは女性です。 

 こうした行為を許さないための市民への意識啓発や予防、根絶に向けた取組を行いま

す。 

主な取組 

事業 内容 実施主体 

DV 防止 に関する情報

提供、啓発 

DV を容認しない社会環境の醸成を図るため、

広報ひだかや市ホームページによる情報提供

及び啓発活動を充実します。 

総務課 

若年層への暴力防止に

関する啓発 

生徒を対象としたデート DV 講座の開催、パン

フレットの配布等により、若年層への暴力防

止に関する啓発を推進します。 

総務課・学校

教育課 

 

   

【パープルリボンキャンペーン】 

 

 

日 高 市 DV 防 止 基 本 計 画  

 

日 高 市 困 難 な 問 題 を 抱 え

る 女 性 支 援 基 本 計 画  
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９.被害者の安全確保と支援体制の充実 

DV やストーカー行為などの被害は、人権侵害に加えて死傷事件に発展するなど深刻

な影響を伴い、的確な対応が求められています。相談事業を実施し、関係機関との連携

強化や早期発見のための取組を行います。 

主な取組 

事業 内容 実施主体 

早期発見のための取組

の強化 

市民に身近な民生委員・児童委員への意識

啓発や周知、市民への女性相談の周知の徹

底など、DV 被害の早期発見のための取組を

充実します。 

総務課 

DV 相談体制の充実 

専門相談員による相談事業（女性相談）とと

もに、市職員による相談体制の充実を図り

ます。国や県と連携し、DV 被害に関する知

識や相談窓口の周知などを行い、相談しや

すい環境づくりを進めます。 

総務課 

関係機関等との連携の

強化 

警察や県男女共同参画推進センター、児童

相談所など関係機関との連携を強化し、被

害者が自立し、安心して生活できるまでの

継続的な支援を行う体制を整備します。 

総務課 

 

  



35 

10.安心して生活を再建するための自立支援 

DV 被害等を受けた人が自立した生活を再建するため、経済的な支援や心理的なケア

など関係機関と連携しながら多方面から支援します。 

主な取組 

事業 内容 実施主体 

庁内連携体制の充実 

DV 対策連絡会議を開催し、庁内で DV 被害者

への対応や方策などについて共通認識を持つ

とともに、個々のケースに応じて迅速な支援

ができるような連携体制の充実を図ります。 

総務課 

生活の再建に向けた支

援体制の整備 

就業や住宅の確保、経済的な支援など個々の

ケースに応じて関係機関と連携し、DV 被害者

が自立し、安心して生活できるようニーズに

合った継続的な支援を行います。 

総務課 

 

 

 

11.困難な問題を抱える女性への支援 

女性は、性暴力や性的搾取等の性的な被害や DV 被害により遭遇しやすい状況にあ

り、予期せぬ妊娠等の女性特有の問題が存在します。また、単身女性、高齢女性、経

済的に困窮している女性、ひとり親世帯など、女性であることで複合的に困難な状況

に置かれていることもあります。困難な問題を抱える女性の中には、「なんとなく生き

づらい」と感じているものの、自分が支援を受けられる対象であることに気付いてい

ないことも多く、特に若年女性は行政の窓口につながりにくく、支援が届きにくい状

況にあります。こうした状況に陥らないよう、行政と民間団体などの関係機関が連携

することで、多様化、複雑化する困難な問題を抱える女性を早期に把握し、包括的に

支援するための取組を行います。 
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主な取組 

事業 内容 実施主体 

困難な問題を抱

える女性への相

談体制の充実 

相談を受けた各課と総務課が連携することに

より、市が実施する女性相談や県男女共同参画

推進センターへの相談、福祉サービスの利用に

つなげるなど、困難な問題を抱える女性がより

相談しやすい環境を整備し、早期に把握して包

括的な支援を実施します。 

総務課・各課

（相談窓口） 

生活に困窮した

女性への就労相

談 

ひとり親家庭生活・就業相談と、ひとり親家庭

ハローワーク就労相談を実施します。また、生

活を再建するためのきっかけとして内職相談

を実施します。 

子 育 て 応 援

課・産業振興

課 

予期せぬ妊娠や

特に支援が必要

な妊産婦への支

援の充実 

関係機関が連携し、妊娠期から産後や育児に至

るまで、見守りが必要な妊産婦への支援を継続

して実施します。 

保健相談セン

ター・こども

家庭センター 

若年層に対する

性に関する正し

い知識の提供 

幼少期から思春期を通して性に関する正しい

知識と適切な相談先を知る機会を提供し、性被

害や将来的な望まぬ若年妊娠の防止につなげ

ていきます。 

総務課・保健

相 談 セ ン タ

ー・学校教育

課 
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コラム 6 DV（ドメスティック・バイオレンス） 

「DV」とは英語の「Domestic Violence」の頭文字をとっ

たものです。カタカナで「ドメスティック・バイオレンス」

とも表記します。日本では「配偶者や恋人など親密な関係に

ある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用

されることが多いです。 

配偶者からの暴力（身体的暴力のみならず、精神的・性的暴力も含みます）を

防止し、被害者の保護等を図ることを目的として施行された「配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護等に関する法律」は、「DV 防止法」と呼ばれることもあ

ります。 

配偶者からの暴力などの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害する重

大な問題です。夫が妻に暴力を振るうのはある程度は仕方がないといった社会通

念、妻に収入がない場合が多いといった男女の経済的格差など、個人の問題とし

て片付けられないような構造的問題も大きく関係しています。男女が社会の対等

なパートナーとして様々な分野で活躍するためには、その前提として、女性に対

する暴力は絶対にあってはならないことです。どんな理由があろうと、暴力を振

るうことは許されません。それは、配偶者との間であっても同じことです。 

配偶者や恋人などから暴力を受けた場合は、一人で悩まず、相談機関へ相談す

ることが大切です。 

 

日高市は女性相談窓口を設置しています 
  相談は無料で、匿名でも相談できます。相談員は地元の人ではありません。 

【女性相談の申込み・DV の相談】 

■日高市 総務課 人権推進・男女共同参画担当 042-989-2111 

【その他の DV の相談窓口】 

■埼玉県配偶者暴力相談支援センター 048-863-6060 

■飯能警察署生活安全課 042-972-0110 

■急な身の危険を感じた際は警察へ（110番） 

♡♡♥♡♡♥♡♡♥♡♡♥♡♡♥♡♡♥♡♡♥♡♡♥♡♡♥♡♡♥♡♡♥♡♡♥♡♡♥♡♡♥♡♡♥♡♡♥♡♡♥♡♡♥♡♡♥♡♡ 
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基本目標 5 

誰もが安心して安全に暮らせる社会の実現 

12.男女の異なる健康上の問題を踏まえた生涯にわたる健康づくり 

男女がお互いの身体的性差を十分に理解し合い、人権を尊重しつつ相手に対する思い

やりを持って健康に生きていくことは男女共同参画社会の実現への前提条件であると

言えます。 

男女が共に生涯にわたって健康に生活できるよう、普及啓発を行い、健康支援事業等

を実施します。 

主な取組 

事業 内容 実施主体 

性と生殖に関する健康

と権利の考え方の普及

啓発 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ(性と生殖に

関する健康と権利)の考え方について普及させ

るため、国や県からのパンフレット等を活用し、

様々な事業で啓発を行います。 

総務課・保健

相談センター 

ライフステージに応じ

た健康支援の充実 

男女が共に健康に生活していくために、男女の

性差や各ライフステージに応じた健康診査や健

康相談、生活習慣病予防相談等を実施します。 

保健相談セン

ター 

健康講座等の実施と充

実 

心身ともに健康で元気な生涯が過ごせるよう、

健康に関する様々な体験型イベントの実施や情

報収集ができる健幸まつりや健幸ポイント事業

に取り組みます。 

公民館・保健

相談センター 

妊娠・出産期の健康管理

の充実 

妊婦健康診査の充実やパパママ教室等を通じた

妊娠・出産・育児に関する知識について普及啓

発を行います。 

保健相談セン

ター 

母子保健事業の充実 

安心して安全に子どもを産み育てることができ

るよう、産婦健康診査の助成、各種健康診査や

相談事業等を充実し、妊娠・出産・育児にわた

り切れ目のない支援体制を構築します。 

保健相談セン

ター 
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コラム 7 リプロダクティブ・ヘルス/ライツ 

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ ( Reproductive 

Health and Rights)は、「性と生殖に関する健康と権利」

と訳されています。リプロダクティブ・ヘルスは、女性

が生涯にわたって身体的、精神的、社会的に良好な状態

であることを指し、このリプロダクティブ・ヘルスを享

受する権利をリプロダクティブ・ライツといいます。 

1994 年にカイロで開かれた国際人口開発会議において、 

・女性自らが妊孕性（にんようせい：妊娠する能力）を調節できること 

・全ての女性において安全な妊娠と出産が享受できること 

・全ての新生児が健全な小児期を享受できること 

・性感染症のおそれなしに性的関係が持てること 

の 4 つの権利を基本とした「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」の

概念が提唱されました。性と生殖に関する健康、生命の安全を女性

のライフサイクルを通して、権利として捉えようという概念です。 

「私のからだは私のもの」「産む・産まないは女性の自己決定」と

いう言葉は、当事者である女性自らが決定することを表しています。

この権利の獲得は、安心して産める社会、産みたい社会をつくるた

めのものです。 
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13.誰もが安心して暮らせる環境の整備 

ひとり親家庭、生活困窮家庭、高齢者、障がい者、外国人、性的少数者であることに

より社会的に様々な困難に直面することが多くなっています。こうした困難な状況に置

かれやすい人の誰もが安心して生き生きと生活できるような環境整備を進めます。また、

子育てや家族の介護など家庭生活における活動と仕事など社会生活における活動に男

女が対等な立場で参画し、両立できるように支援します。 

 

主な取組 

事業 内容 実施主体 

ひとり親家庭、生活困窮

家庭への支援 

安定した自立生活と子どもの健全な育成を図

るため、専門相談員による相談や、各種手当

の支給、就労に向けた支援を行います。また、

食の支援として社会福祉協議会と連携しフー

ドパントリーを行います。生活困窮家庭へ自

立相談支援や、子どもの進学に関する学習支

援を行います。 

子 育 て 応 援

課・生活福祉

課 

高齢者と介護者への支

援 

高齢者の総合相談窓口である地域包括支援セ

ンターを設置し、高齢者本人、家族、関係者

からの相談に対応します。介護・医療サービ

スが切れ目なく利用できるよう、地域におけ

る関係者間のネットワークづくりを進めま

す。 

長寿いきがい

課 

障がい者と介助者への

支援 

障がい者及び障がい児の日中における活動の

場を提供するなど、障がい者とその介助者へ

の支援を充実します。 

障がい福祉課 

外国人への支援 

日本語教室や学校における日本語指導の実施

や生活に関する情報の多言語化、やさしい日

本語による情報発信を推進します。 

総務課・学校

教育課 



41 

性的少数者（LGBTQ 等）

に対する理解促進と支

援 

市民の多様な性に対する理解促進のための啓

発を行い、困難を抱えた人が相談できる専門

窓口の周知等の支援を行います。また、性的

少数者の二人がパートナー又は家族として認

められ、安心して生き生きと暮らせる社会を

つくることを目的に「日高市パートナーシッ

プ・ファミリーシップ宣誓制度」について広

報を行い、埼玉県西部地域まちづくり協議会

構成 5 市とともに関係機関への働き掛けを行

います。 

総務課 

14.男女共同参画の視点に立った防災・災害対策の推進 

地域防災における男女共同参画を推進するため、地域防災活動や研修会などを通して

性別を越えた参画を推進し、地域防災力を高めていきます。また、性別や立場の異なる

人へのニーズに対応するため、女性の意見を反映しながら防災対策を講じ、男女共同参

画の視点に立った防災・災害対策を推進します。 

主な取組 

事業 内容 実施主体 

女性の視点を取り入れ

た地域防災計画及び各

種計画の策定 

市の防災に関する基本的事項を総合的に定め

る地域防災計画を始め、市が策定する各種防

災マニュアル等において、女性の意見を反映

させ、多様な視点を取り入れた計画等の策定

を進めます。 

危機管理課 

男女共同参画の視点を

取り入れた災害対策の

推進 

男女のニーズの違いを理解し、また、妊産婦、

乳幼児、高齢者、障がい者、外国人、性的少

数者等様々な立場の人に配慮するため、女性

を含め多様な視点を取り入れながら備蓄品配

備や避難所運営などの災害対策を進めます。 

また、男女共同参画の視点を採り入れた防災

講座等の開催により啓発を行います。 

危機管理課・

総務課 
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コラム 8 防災・災害対策における男女共同参画 

近年、異常気象による水害等、予想を超えた災害が発生しており、今後大規模

震災の可能性も高まってきています。 

 災害時には避難所等を開設して暫定的な居場所を確保することが必要になり

ますが、男性と女性では災害によって受ける影響が異なり、ニーズや対応方法も

異なります。 

例えば、令和 6 年の能登半島

地震においては、各種団体に対

し、授乳室の確保、女性専用ス

ペース（女性用品の配置・女性

相談）などが記載された「避難

所チェックシート注）」の周知・

活用が国から依頼されました。

実際に、女性用トイレへの生理

用品の設置、性暴力・DV 防止

カードの設置、女性用休養スペ

ースの設置、授乳室の設置、数

千個の防犯ブザーの配布等の

活動が行われました。 

 こうした点を理解した上で、

災害時や避難所生活において様々な立場の人へ必要な支援を行えるよう、平常時

からあらゆる防災・災害対策において女性の視点を反映し対策を講じることが必

要となっています。 

注）避難所チェックシートは内閣府男女共同参画局「男女共同参画の視点からの防災・復興ガイ

ドライン」参照  
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第４章  
 

計画の推進 
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 1  進行管理と評価 

 計画を確実に実行するためには、定期的・系統的に状況を把握し、目標達成の度合い

など、適切な評価方法を確立することが求められます。そこで、計画の進行管理を行い、

進捗状況についてホームページなどで公表するほか、推進体制を確立し、施策について

評価を行います。 

１.市民との協働による計画の推進 

 男女共同参画社会の実現のためには、市民と行政の協働による計画の推進が求められ

ます。計画の推進に当たっては、日高市男女共同参画審議会において、進行管理を行い

ます。 

２.PDCA サイクルによる計画の推進 

 本計画は、PDCA サイクル（計画（Plan）→実行（Do）→評価（Check）→改善（Action））

による進行管理を行います。計画の進捗状況を日高市男女共同参画審議会にて評価し、

評価・改善事項を次の計画に反映させることで、効果的に計画の推進を図ります。 

 

  

•審議会における取組

の実施内容の評価

•評価に基づいた

改善策の検討

•計画に沿った施策の展開•計画の策定

Plan

計画

Do

実行

Check

評価

Action

改善
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 2  推進体制の充実 

 男女共同参画社会を実現していく上での課題は多岐にわたり、計画の推進に当たって

は、庁内の推進体制を充実させるとともに、国・県・近隣市町等との連携を密にし、協

力し合い、問題解決に当たる必要があります。 

 

１.庁内推進体制の充実 

本市では、日高市男女共同参画庁内推進会議を設置し、男女共同参画プランの策定や

進行管理に関すること、男女共同参画社会の実現に向けた施策の総合調整に関すること

について、調査審議しています。男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的かつ効

果的に推進するため、引き続き庁内推進体制の充実に努めます。 

 

２.国・県・近隣市町等との連携 

 法制度の規制や財政に関わる問題など、市独自で解決が困難である課題については、

国・県・近隣市町等との連携を密にし、協力して課題解決に取り組みます。 
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コラム 9 フェムテック 

フェムテック（Femtech）とは、「Female（女性）」

と「Technology（テクノロジー）」を組み合わせた造

語です。女性特有の健康課題をテクノロジーで解決

しようとする製品やサービス全般を指します。月経

管理、不妊治療、妊娠・出産、更年期障がいなど、幅

広い分野が対象となります。 

スマートフォンのアプリで生理周期を管理した

り、ウェアラブルデバイス（身に着ける機器）で体調データを記録したり、AI を活用し

て不妊治療のサポートを行ったりと、その形態は多岐にわたります。女性のライフステ

ージに応じた多様なニーズに対応し、女性の QOL（生活の質）向上を目指すとともに、

社会全体のジェンダー平等推進にも貢献すると期待されています。
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◎P.48～P.57 は各種の統計データに基づいています。 

 1  人口・世帯の動向 

１.人口の推移 

本市の総人口は、近年では減少傾向で推移し、令和 7 年 1 月 1 日現在では 54,192

人（男性 26,910 人、女性 27,282 人）となっています。 

また、年齢 3 区分別の人口構成を見ると、生産年齢人口（15～64 歳）は減少傾向に

あり、女性より男性が多くなっています。反対に、高齢者人口（65 歳以上）は増加傾

向にあり、男性より女性が多くなっています。 

〔男女別の人口の推移〕 

 
資料：埼玉県 町（丁）字別人口調査（各年 1 月 1 日現在） 

〔年齢 3 区分別人口の推移〕 

 

資料：埼玉県 町（丁）字別人口調査（各年 1 月 1 日現在） 
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２.人口の将来推計 

国立社会保障・人口問題研究所によると本市の人口は、今後も減少することが推計さ

れており、特に生産年齢人口（15～64 歳）が大きく減少することが推計されています。

一方で、後期高齢者人口（75 歳以上）は令和 12 年までは増加することが推計されてい

ます。 

〔年齢別の将来推計人口〕 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（令和 5 年推計） 

    〔人口ピラミッド〕 

        

  

資料：国立社会保障・人口問題研究所 

「日本の地域別将来推計人口」（令和 5 年） 
資料：埼玉県 町（丁）字別人口調査 

（令和 5 年） 

 



50 

３.世帯の動向 

本市の世帯数は増加傾向にあり、平成 25 年には 2.3 万世帯を下回っていましたが、

令和 7 年では 2.5 万世帯を上回っています。一方、1 世帯当たりの人員数は減少傾向に

あり、平成 31 年の 2.33 人が、令和 7 年では 2.14 人となっています。 

また、子どもの人数は減少しているものの、未婚の 20 歳未満の子どもがいる母子世

帯・父子世帯の数は年々増加しており、令和 2 年には母子世帯が 419 世帯、父子世帯

が 81 世帯の計 500 世帯と、10 年間で 100 世帯以上増加しています。 

〔世帯数と 1 世帯当たり人員〕 

 
資料：埼玉県 町（丁）字別人口調査（各年 1 月 1 日現在） 

〔未婚の 20 歳未満の子どもがいる母子世帯・父子世帯の推移〕 

 
資料：国勢調査 
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4.出生の動向 

本市の出生数は、平成 29 年まで 300 人台で推移していましたが、平成 30 年以降

200 人台に減少し、令和 5 年には 216 人と減少傾向が続いています。 

また、合計特殊出生率※は、令和 2 年に 1.21 とやや上昇しましたが、令和 4 年から

1 を下回っています。全国や県との比較では、全国と県の平均値を下回る状況が続いて

います。 

〔出生数の推移〕 

 
資料：埼玉県人口動態概況 

〔合計特殊出生率〕 

 

資料：人口動態調査、埼玉県人口動態概況 



52 

５.婚姻の動向 

未婚率は、各年齢層で上昇傾向にありましたが、令和 2 年にやや低下しました。令和

2 年には男性では 30～34 歳の半数以上が、40～44 歳の 25.7％が未婚となっており、

女性では 25～29 歳の 7 割弱が、30～34 歳の約 4 割が未婚となっています。 

生涯未婚率※についても上昇しており、令和 2 年に男性は国や県を上回っており、

28.8％の人が未婚となっています。 

 

〔年齢層別未婚率の推移〕 

資料：国勢調査 

 

〔生涯未婚率の推移〕 

 
資料：国勢調査 
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 2  女性の就業状況 

１.Ｍ字カーブの変化 

女性の労働力率※は、一般に、学校卒業後の年代で上昇し、その後、結婚・出産期に

一旦低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇するという「Ｍ字カーブ※」を描くと言

われています。本市の「M 字カーブ」の底は、平成 17 年に 62.4％（35～39 歳）でし

たが、令和 2 年は 78.2％（30～34 歳）となっており、M 字の底が上昇しています。 

年齢階級別に労働力状態を見ると、25～29 歳では主に仕事をしている人が 72.5％

となっていますが、35～39 歳から 50～54 歳までは約 5 割強となっています。 

 

〔女性の年齢階級別労働力率の推移〕 

 
資料：国勢調査 

〔女性の年齢階級別労働力状態〕 

 
資料：国勢調査（令和 2 年） 
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２.専業主婦世帯と共働き世帯の割合 

本市の専業主婦世帯（夫が就業、妻が非就業）は、平成 17 年には 35.7％でしたが令和

2 年には 22.8％まで低下しています。一方で、「夫・妻とも就業」は、平成 17 年の 42.8％

から令和 2 年には 45.0％に上昇しています。 

18 歳未満の子どもがいる世帯に限定して見ると、平成 12 年には 49.2％だった共働

き世帯（夫・妻とも就業）は令和 2 年には 73.6％まで上昇し、平成 12 年には 48.9％

だった専業主婦世帯（夫が就業、妻が非就業）は令和 2 年には 24.9％まで低下してい

ます。 

〔夫婦の就業の推移〕 

 
資料：国勢調査 

〔18 歳未満の子どもがいる世帯の夫婦の就業状況〕 

 

資料：国勢調査  
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３.国・県との女性の就業状況の比較 

一般的に、女性の活躍は「女性の就業や両立の支援」「女性の管理職登用の支援」に

より進んでいくとされています。そのため、「女性労働力率」（女性の総人口に占める労

働力人口の割合）と「女性の管理的職業従事者割合」（管理的職業従事者のうち女性が

占める割合）について、国・県と比較を行い、本市の置かれている状況を把握していま

す。 

本市の女性の就業状況を平成 27 年と令和 2 年で比較すると、女性労働力率は 47.5％

から 50.3％と上昇している一方で、女性の管理的職業従事者割合は 13.2％から 9.1％

と低下しています。 

 

〔女性労働力率〕    〔女性の管理的職業従事者割合〕 

  
資料：国勢調査    資料：国勢調査 
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 3  多様な分野での女性の参画状況 

１.政策への参画 

本市の審議会等委員に占める女性の割合は、近年県内の自治体で最も高くなっており、

県平均が約 3 割の中、本市では令和 4 年は 42.1％、令和 5 年が 42.3％、令和 6 年度

が 42.3％と、高い水準を維持しています。 

また、日常生活に関連が深い市町村防災会議委員に占める女性委員の割合について、

令和 6 年度では、本市が 10.3％と県内平均 11.9％よりもやや低く、県内で 31 位とな

っています。なお、地域における多様な視点を防災対策に反映させるため、令和 6 年度

末に「日高市防災会議条例」の一部を改正し、委員及び専門委員を拡充しました。 

〔審議会等委員に占める女性の割合・県内上位 5 自治体の推移〕 

 
資料：内閣府「市区町村女性参画状況見える化マップ」 

 

〔市町村防災会議委員に占める女性の割合・県内上位 15 自治体と日高市〕 

 

資料：内閣府「市区町村女性参画状況見える化マップ」（令和 6 年） 
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２.政治への参画 

日高市議会議員に占める女性議員の割合は、令和 4 年までは、16 人中 2 人で 12.5％

と県平均、全国平均より低かったものの、令和 5 年以降は全国平均に近い水準となって

います。なお、令和 7 年は令和 6 年と同様に 16 人中 3 人で 18.8%となっています。 

〔市町村議会議員に占める女性議員の割合〕 

 
資料：内閣府「市区町村女性参画状況見える化マップ」 

３.地域活動への参画 

自治会長に占める女性の割合は、令和３年までは 3.8％（3 人/78 人）だったものの、

令和 4 年以降は 5.1%（4 人/78 人）に上昇しました。ただ、全国平均と県平均は下回

っている状況です。 

〔自治会長に占める女性の割合〕 

 
資料：内閣府「市区町村女性参画状況見える化マップ」 
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P.58～P.74 は下記の調査結果に基づいています。 

<<令和 6 年度日高市男女共同参画に関する意識調査の結果概要>> 

（1）市民意識調査 

①調査地域  ： 日高市全域 

②調査対象  ： 日高市在住者 

③標本数   ： 2,000 人 回収数 950 件（47.5%） 

④標本抽出方法： 住民基本台帳から無作為抽出 

⑤調査期間  ： 令和 6 年 9 月 27 日（金）～10 月 31 日（木） 

⑥調査方法  ： 郵送配布・郵送回収又は WEB 回答 

（2）事業所意識調査 

①調査地域  ： 日高市全域 

②調査対象  ： 日高市内で事業を行っている事業所 

③標本数   ： 150 事業所 回収数 74 件（49.3%） 

④調査期間  ： 令和６年 9 月 27 日（金）～10 月 31 日（木） 

⑤調査方法  ： 郵送配布・郵送回収又は WEB 回答 

 4  男女共同参画に関する意識 

１.固定的な性別役割分担意識（「男は仕事、女は家庭」） 

「男は仕事、女は家庭」という固定的な性別役割分担意識に対する考え方について、

平成 26 年度では、肯定的意識（「同感する」＋「ある程度同感する」）が 45.1％と約半

数を占めていたのに対し、令和 6 年度では、肯定的意識は 32.3％と約 3 割となってい

ます。また、「同感しない」という回答は平成 26 年度と令和 6 年度で比較すると 20 ポ

イント上昇しています。 

〔固定的な性別役割分担意識の推移〕 

 
資料：令和 6 年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 

令和元年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 

平成 26 年度「日高市男女共同参画に関する市民意識調査」 
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２.男女平等に関する意識 

社会全体に対する男女平等意識についての調査では、男性優遇（「非常に男性優遇」

＋「どちらかといえば男性優遇」）が 70.6％と 7 割を超えています。男女別に見ると、

女性では男性優遇が 72.1％であるのに対し、男性では 68.8％で、約 3 ポイントの差が

あります。また、令和元年度と比較すると、男性、女性共に「非常に男性優遇」と回答

した人の割合が上昇しています。 

〔社会全体に対する男女平等意識〕 

 
資料：令和 6 年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 

令和元年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 
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分野ごとの男女平等意識について見ると、男性が優遇されているという意識は「政治」

「社会通念・慣習・しきたり」が高くなっており、男性優遇が約 7 割を占めています。

「学校教育」では、唯一平等と感じている人が半数を超えており、62.4％となっていま

す。最も男性優遇と女性優遇に差があったのは、「家庭生活」です。なお、令和元年度、

令和 6 年度共に「男性優遇」と回答する人の割合が高い分野のランキングは変化してい

ません。 

〔分野ごとの男女平等意識〕 

 

 
資料：令和 6 年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 

令和元年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 
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家庭生活に対する男女平等意識について、令和元年度と比較すると、「非常に男性優遇」「どち

らかといえば男性優遇」と回答する男性の割合が約 6 ポイント上昇していることが分かります。 

また、男性は 38.5％が平等であると感じている一方で、女性では平等と感じている人は 28.3％

にとどまっており、50.0％の女性が男性優遇だと感じています。 

 

〔家庭生活に対する男女平等意識〕 

 

資料：令和 6 年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 

令和元年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 
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 5  ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

１.家庭生活の優先度の現実と希望 

家庭生活の優先度について、男女ともに希望では大きな差はなく「仕事や自分の活動

と家庭生活を同時に重視」が最も多く、4 割前後となっています。一方で、現実と希望

を比較すると、女性では「どちらかといえば、仕事や自分の活動よりも家庭生活を優先」

の現実が希望よりも 6.5 ポイント高くなっており、男性では「どちらかといえば、家庭

生活よりも仕事や自分の活動を優先」の現実が希望よりも 13.6 ポイント高くなってい

ます。 

また、現実について令和元年度と比較すると、「どちらかといえば、家庭生活よりも

仕事や自分の活動を優先」と回答する男性が 15.7 ポイント低下しています。 

 

〔家庭生活の優先度の現実と希望〕 

 

資料：令和 6 年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 

令和元年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 
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２.仕事と家庭を両立するために必要な条件 

男女が共に仕事と家庭を両立するために必要な条件では、男女ともに「育児・介護休

業制度を利用できる職場環境の整備」が最も高くなっています。 

「男性による家事・育児・介護参加への職場や周囲の理解と協力」では、女性が 26.8％、

男性が 37.2％であり、男女で 10.4 ポイントもの差があります。 

 

〔仕事と家庭を両立するために必要な条件〕 

 
資料：令和 6 年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査）  
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男女が共に仕事と家庭を両立するために必要な条件について、令和元年度と比較する

と、令和 6 年度は「育児・介護休業制度を利用できる職場環境の整備」が 8.5 ポイント

上昇しており、1 位となっています。また、逆に「女性の就労への家族や周囲の理解と

協力」は 4.7 ポイント低下しています。 

 

〔仕事と家庭を両立するために必要な条件・経年比較〕 

 

 
資料：令和 6 年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 

令和元年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 

平成 26 年度「日高市男女共同参画に関する市民意識調査」 
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 6  女性の活躍推進 

１.今後の女性の採用・登用の考え 

今後、女性を「積極的に採用していきたい」と考えている事業所は 89.2％であり、

女性を管理職に「積極的に登用していきたい」と考えている事業所は 77.0％と、共に

7 割以上となっています。また、女性を管理職として「積極的に登用していく考えはな

い」と回答した事業所では、その理由として「経験や管理能力を備えた女性が少ない（い

ない）から」と「女性従業員自身が、管理職になることを希望しないから」が共に 25.7%

と最も高くなっています。 

また、令和元年度と比較すると、女性の採用、女性の管理職それぞれについて「積極

的に登用していきたい」と回答する事業所の割合が上昇しています。 

 

〔今後の女性の採用・登用に関する考え〕 

 
資料：令和 6 年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（事業所意識調査） 

令和元年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（事業所意識調査） 

 

〔女性を管理職に積極的に登用しない理由〕 

 

資料：令和 6 年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（事業所意識調査）  
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２.女性の活躍推進に関する各事業所の取組状況 

多様な働き方実践企業※（埼玉県における企業の「仕事」と「プライベート」両立を

支援する制度）についての事業所の認知度は、「知らない」が 58.1％と最も高く、える

ぼし※認定（企業の女性活躍を推進する制度）の認知度は「知らない」が 74.3%、くる

みん※等の認定（企業の子育て支援を推進する制度）も「知らない」が 78.4%と高くな

っています。また、各種ハラスメント対策については、①パワー・ハラスメントと②セ

クシュアル・ハラスメントについて、「取組を実施している」事業所は約 7 割あります

が、③マタニティ・ハラスメントは 62.2％、④パタニティ・ハラスメントは 58.1％に

とどまっています。 

また、令和元年度と比較すると、４つのハラスメント全てにおいて、「取組を実施し

ている」と回答した事業所の割合が上昇しています。 

 

〔多様な働き方実践企業の認知度〕 

 
〔えるぼし認定の認知度〕 

 
〔くるみん等の認定の認知度〕 

 
資料：令和 6 年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（事業所意識調査） 
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〔ハラスメント対策の取組状況〕 

 
資料：令和 6 年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（事業所意識調査） 

令和元年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（事業所意識調査） 

 

 

①パワー・ 
ハラスメント 

職場において、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適

正な範囲を越えて、精神的・身体的苦痛を与えられること又は職場環境を悪化させら

れること。 

② セ ク シ ュ ア
ル・ハラスメン
ト 

職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対して、拒否や抵抗をしたこと

により労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されたりすること。 

③マタニティ・ 
ハラスメント 

職場において、女性労働者が妊娠・出産をきっかけにした精神的・肉体的な嫌がらせ、

また、それらを理由とした解雇や雇い止め、自主退職の強要など不利益を被ることによっ

て不当な扱いを受けること。 

④パタニティ・ 
ハラスメント 

職場において、男性労働者が育児休業、育児支援目的での短時間勤務やフレックス

勤務を活用したりすることに対して、上司や同僚などにより妨害される言動を受けたり、

降格など不利益を被ることによって不当な扱いを受けること。 
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 7  配偶者等からの暴力 

１.配偶者等からの暴力を受けた経験の有無 

配偶者等からの暴力を受けた経験については、経験がある（「何度もあった」＋「1、

2 度あった」）割合は、「経済的圧迫」以外全ての項目において女性の方が約 10 ポイン

ト高く、①身体的暴力で女性が 16.0％、男性が 5.3％、②心理的攻撃で女性が 21.0％、

男性が 9.6％となっています。また、上記の何らかの暴力を受けた経験のある人の割合

は、女性では 29.1％、男性では 13.5％となっており、女性の約 3 割は配偶者等から何

らかの暴力を受けた経験があると回答しています。 

〔配偶者からの暴力を受けた経験〕 

 

 



69 

 

 

① 身体的暴力 
なぐったり、けったり、物を投げつけたり、突き飛ばしたりするなどの身体に対する暴行な
ど 

② 心理的攻撃 
人格を否定するような暴言、交友関係や行き先、電話・メールなどを細かく監視した
り、長時間無視するなどの精神的な嫌がらせ、あなたや家族に危害が加えられるので
はないかと恐怖を感じるような脅迫など 

③ 性的強要 
いやがっているのに、性的な行為を強要される、ポルノ映像等を見せられる、避妊に
協力しないなど 

④ 経済的圧迫 生活費を渡されない、貯金を勝手に使われる、外で働くことを妨害されるなど 

資料：令和 6 年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 

令和元年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 

 

 

 

〔上記の何らかの暴力を受けた経験のある人の割合〕 

 

資料：令和 6 年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 

令和元年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 
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2.配偶者等からの暴力を受けた経験のある人の相談状況 

 配偶者等からの暴力に関する相談状況について、「相談した」が女性で 35.4％となっ

ているところ、男性では 15.3％と低くなっています。また、女性で 23.1％、男性で

16.9％が「相談できなかった」と回答しています。令和元年度と比較すると、配偶者等

からの暴力に関して「相談した」と回答した男性の割合が 10 ポイントほど上昇してい

ることが分かります。 

「相談できなかった」又は「相談しようとは思わなかった」と回答した人のうち、相

談しなかった（できなかった）理由としては、「相談しても無駄だと思ったから」が、

女性で 37.4％、男性で 38.3％と高くなっています。 

〔配偶者等からの暴力に関する相談状況〕 

 
資料：令和 6 年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 

令和元年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 

〔相談しなかった（できなかった）理由〕 

令和 6 年度 

 

資料：令和 6 年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査）  
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 8  政策における女性の参画 

１.市や県の施策に対する女性の意見の反映 

市や県の施策への女性の意見や考え方の反映の程度については、反映されている（「十

分反映されている」＋「ある程度反映されている」）が 29.2％、反映されていない（「あ

まり反映されていない」＋「ほとんど反映されていない」）が 39.7％、どちらとも言え

ないが 27.7％となっています。また、令和元年度と比較すると、「ほとんど反映されて

いない」と回答した人の割合が 15 ポイントほど低下していることが分かります。 

反映されていないと答えた人の理由としては、「社会の仕組みが女性に不利」（15.0％）

が最も高く、「男性の意識、理解が足りない」（14.7％）、「女性議員が少ない」（11.9％）

と続きます。 

 

〔施策への女性の意見や考え方の反映度〕 

 
資料：令和 6 年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 

令和元年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 
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〔女性の意見や考え方が反映されない理由〕 

  

 
資料：令和 6 年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 

令和元年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 
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２.男女共同参画社会の実現のために市に期待すること 

男女共同参画社会の実現のために市に期待することは、女性では「男性による家事・

育児・介護への参加の促進」が 54.2％と最も高くなっており、男性では「ワーク・ラ

イフ・バランスの普及・啓発」が 46.3％と最も高くなっています。 

「男性による家事・育児・介護への参加の促進」では、女性が 54.2％、男性が 44.0％

と 10.2 ポイント差があり、男女で意識に差があることが分かります。また、「女性の政

策・方針決定の場の積極的な登用」は、女性では 30.4％、男性では 39.4％と 9 ポイン

ト差があり、こちらも男女で意識に差があることが分かります。 

また、令和元年度と比較すると、「男性による家事・育児・介護への参加の促進」が

変わらずトップであり、「ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発」の順位が上昇して

いることが分かります。 

〔男女共同参画社会実現のために市に期待すること〕 

 



74 

 
資料：令和 6 年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 

令和元年度「日高市男女共同参画に関する意識調査」（市民意識調査） 
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 9  第 6 次日高市男女共同参画プラン策定までの経過 
 

年度 年月日 会議等名称 内容・概要 

令
和
６
年
度 

令和 6 年 

５月 23 日～

６月 10 日 

第 1 回日高市男女共同参画 

庁内推進会議及び日高市 DV

対策連携会議合同会議（書面

開催） 

第６次日高市男女共同参画プラ

ンについて 

市民・事業所意識調査について 

令和 6 年 

６月 26 日 

第 1 回日高市男女共同参画 

庁内推進会議作業部会会議 

第6次日高市男女共同参画プラン

について 

市民・事業所意識調査の調査票

(案)について 

令和 6 年 

7 月 1 日～ 

7 月 8 日 

第２回日高市男女共同参画 

庁内推進会議及び日高市 DV

対策連携会議合同会議（書面

開催） 

市民・事業所意識調査の調査票

(案)について 

令和 6 年 

８月１日 

第 1 回日高市男女共同参画 

審議会 

市民・事業所意識調査の実施につ

いて 

令和 6 年 

９月 27 日～

10 月 31 日 

日高市男女共同参画に関する

意識調査(市民・事業所) 

市内在住の満 18 歳以上の男女

2,000 人 

市内事業所 150 事業所 

令和７年 

３月 21 日 

第 2 回日高市男女共同参画 

審議会 

意識調査の結果について 

第6次日高市男女共同参画プラン

策定について 
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年度 年月日 会議等名称 内容・概要 

令
和
７
年
度 

令和 7 年 

7 月 10 日 

第１回日高市男女共同参画 

庁内推進会議作業部会会議 

第 6 次日高市男女共同参画プラ

ン(素案)について 

令和 7 年 

7 月 31 日 

第１回日高市男女共同参画 

庁内推進会議及び日高市 DV

対策連携会議合同会議 

第 6 次日高市男女共同参画プラ

ン(素案)について 

令和 7 年 

8 月 28 日 

第 1 回日高市男女共同参画 

審議会 

第 6 次日高市男女共同参画プラ

ン(素案)について 

令和 7 年 

10 月 14 日 

第２回日高市男女共同参画 

審議会 

第 6 次日高市男女共同参画プラ

ン(素案)について 

令和 7 年 

10月14日～

10 月 21 日 

第 2 回日高市男女共同参画 

庁内推進会議及び日高市 DV

対策連携会議合同会議・第２

回日高市男女共同参画庁内推

進会議作業部会会議（書面開

催） 

第 6 次日高市男女共同参画プラ

ン(素案)について 

令和 7 年 

11 月 5 日～

12 月 4 日 

市民コメント実施 
第 6 次日高市男女共同参画プラ

ン(案)について 

令和８年 

1 月 20 日 

第３回日高市男女共同参画 

審議会 

第 6 次日高市男女共同参画プラ

ン(案)について 

第 6 次日高市男女共同参画プラ

ンの策定について（諮問及び 

答申） 
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 10  男女共同参画に関する年表 

 

年号 国際的な動き 国内の動き 埼玉県の動き 日高市の動き 

1945 年 

(昭 20) 

○ 国連憲章採択 ○ 衆院法改正(成年女

子に参政権) 

  

1946 年 

(昭 21) 

○ 国連に「婦人の

地位委員会」設

置 

○ 戦後初の総選挙で

女性の選挙権が行使

され女性国会議員

39 人誕生 

  

1947 年 

(昭 22) 

 

○ 日本国憲法施行 

○ 民法改正・家制度

廃止 

  

1948 年 

(昭 23) 

○ 第３回国連総

会で「世界人権

宣言」採択 

   

1967 年 

(昭 42) 

○第 22 回国連総

会で「婦人に対す

る差別撤廃宣

言」採択 

   

1975 年 

(昭 50) 

○ 国際婦人年 

○ 国際婦人年世

界会議(メキシコ・

シティ)で「世界行

動計画」採択 

○ 「婦人問題企画推

進本部」発足 

○ 総理府婦人問題担

当室設置 

  

1976 年 

(昭 51) 

 ○ 民法改正(離婚後の

氏の選択自由に) 

○ 第１回日本婦人問

題会議(労働省) 

  

1977 年 

(昭 52) 

 ○ 国内行動計画策定 

○ 国立婦人教育会館

が嵐山町に開館 

○ 埼玉婦人問題会

議発足 

 

1978 年 

(昭 53) 

    

1979 年 

(昭 54) 

○ 第 34 回国連

総会で「女子差

別撤廃条約」採

択 
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年号 国際的な動き 国内の動き 埼玉県の動き 日高市の動き 

1980 年 

(昭 55) 

○ 「国連婦人の十

年」中間年世界

会議開催(コペン

ハーゲン) 

○ 女子差別撤廃

条約の署名式 

○ 民法改正(配偶者の

法定相続分 1／3→

1／2) 

○ 「婦人の地位向上

に関する埼玉県計

画」策定 

 

1981 年 

(昭 56) 

○ ILO 第 156 号

条約の採択(ILO 

総会)(男女労働

者特に家庭的責

任を有する労働

者の機会均等及

び均等待遇に関

する条約) 

   

1984 年 

(昭 59) 

 

○ 国籍法及び戸籍法

改正(子の国籍：父

系血統主義→ 父母

両系主義) 

○ 「婦人の地位向上

に関する埼玉県計

画(修正版)」策定 

 

1985 年 

(昭 60) 

○ 「国連婦人の

10 年」最終年世

界会議開催(ナイ

ロビ)、「ナイロビ将

来戦略」採択、

NGO フォーラム開

催 

○ 「女子差別撤廃条

約」批准 

○ 「男女雇用機会均

等法」成立 

（施行は昭和 61 年) 

○ 労働基準法改正(施

行は昭和 61 年) 

○ 「国連婦人の十

年」最終年世界会

議 NGO フォーラム

に派遣団参加 

 

1986 年 

(昭 61) 

    ○ 「男女平等社会確

立のための埼玉県

計画」策定 

  

1987 年 

(昭 62) 

  ○ 「西暦 2000 年に向

けての新国内行動計

画」策定 

  

1989 年 

(平元) 

  ○ 法例改正(婚姻、親

子関係等についての男

性優先規定の改正

等) 
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年号 国際的な動き 国内の動き 埼玉県の動き 日高市の動き 

1990 年 

(平 2) 

○ 「ナイロビ将来戦

略に関する第１

回見直しと評価に

伴う勧告及び結

論」採択(国連・

経済社会理事

会) 

○ ILO 第 171 号

条約(夜業に関す

る)採択(ILO 総

会) 

  ○ 「男女平等社会確

立のための埼玉県

計画(修正版)」策

定 

  

1991 年 

(平 3) 

  ○ 「西暦 2000 年に向

けての新国内行動計

画(第一次改定)」策

定 

○ 育児休業法成立(施

行は平成 4 年) 

    

1992 年 

(平 4) 

  ○ 初の婦人問題担当

大臣設置 

    

1993 年 

(平 5) 

○ 世界人権会議

(ウィーン) 

○ 「女性に対する

暴力撤廃宣言」

採択(国連総会) 

○ パートタイム労働法

成立 

○ 「埼玉女性の歩

み」発行 

  

1994 年 

(平 6) 

○ ILO 第 175 号

条 約(パートタイ

ム労働に関する)

採択(ILO 総会) 

○ 国際人口・開発

会議開催(カイロ) 

○ 総理府男女共同参

画室発足 

○ 内閣総理大臣の諮

問機関として男女共

同参画審議会設置 

○ 「1994 彩の国の

女性」発行 

  

1995 年 

(平 7) 

○ 社会開発サミッ

ト開催(コペンハー

ゲン) 

○ 第４回世界女

性会議開催(北

京)「北京宣言及

び行動綱領」の採

択 

○ 育児・介護休業法

成立 

○ ILO 第 156 号条約

批准 

○ 「2001 彩の国男

女共同参画プログラ

ム」策定 

  

1996 年 

(平 8) 

  ○ 「男女共同参画

2000 年プラン」策定 

○ 「世界女性みらい

会議」開催 
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年号 国際的な動き 国内の動き 埼玉県の動き 日高市の動き 

1997 年 

(平 9) 

  ○ 労働基準法改正(女

子保護規定の廃止

等：施行は平成 11

年) 

○ 男女雇用機会均等

法改正(セクハラについ

ての事業主配慮義務

を規定：一部を除き

平成 11 年施行) 

○ 女性センター(仮

称)基本構想策定 

○ ひだか女性会議設

置 

○ 男女平等に関する

意識調査実施 

1998 年 

(平 10) 

    ○ 女性センター(仮

称)基本計画策定 

○ ひだか女性会議か

ら「ひだか女性参画

プラン」についての提

言を受ける 

1999 年 

(平 11) 

○ 「女子に対する

あらゆる形態の差

別の撤廃に関す

る条約選択議定

書」採択 

○ 男女共同参画社会

基本法成立 

○ 児童買春・児童ポル

ノ禁止法成立 

○ 女性問題協議

会：男女共同参画

推進条例(仮称)答

申 

○ 「第１次日高市男

女共同参画プラン」

(平成 11 年度～

16 年度）策定 

○ ひだか男女共生会

議（ひだか女性会

議を改称）設置 

2000 年 

(平 12) 

○ 女性 2000 年

会議開催(ニュー

ヨーク)「政治宣

言」「成果文書」

採択 

○ 「男女共同参画基

本計画」策定 

○ ストーカー規制法成

立 

○ 男女共同参画推

進条例施行 

○ 「彩の国国際フォー

ラム 2000」開催 

○ 苦情処理機関の

設置 

○ 訴訟支援の実施 

 

2001 年 

(平 13) 

 ○ 内閣府に男女共同

参画局設置 

○ 男女共同参画会議

設置 

○ 「配偶者からの暴力

の防止及び被害者の

保護に関する法律」成

立 

 ○ 男女共生社会に

向けての職員意識

調査実施 

2002 年 

(平 14) 

  ○ 「埼玉県男女共同

参画推進プラン

2010」策定 

○ 埼玉県男女共同

参画推進センター

（With You さい

たま）開設 

○ 男女共同参画に

関する市民意識調

査実施 
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年号 国際的な動き 国内の動き 埼玉県の動き 日高市の動き 

2003 年 

(平 15) 

 ○ 「次世代育成支援

対策推進法」成立 

  

2004 年 

(平 16) 

 ○ 「配偶者からの暴力

の防止及び被害者の

保護に関する法律」改

正 

○ 女性チャレンジ支

援事業開始 

○ ひだか男女共生会

議から「第２次日高

市男女共同参画プ

ラン」の策定について

の提言を受ける 

○ 情報誌「ぱーとな

ぁ」発行 

2005 年 

(平 17) 

○ 第 49 回国連

婦人の地位委員

会(北京＋10)開

催 

○ 「男女共同参画基

本計画(第２次)」策

定 

 ○ 「第 2 次日高市男

女共同参画プラン」

(平成 17 年度～

22 年度）策定 

2006 年 

(平 18) 

 ○  「男女雇用機会均

等法」改正(男性に対

する差別の禁止、間

接差別の禁止等：施

行は平成 19 年) 

○ 「配偶者等からの

暴力防止及び被害

者支援基本計画」

策定 

 

2007 年 

(平 19) 

  ○ 「配偶者からの暴力

の防止及び被害者の

保護に関する法律」改

正 

○ 「埼玉県男女共同

参画推進プラン

2010」中間見直

し、「埼玉県男女共

同参画推進プラン」

とする 

○ 男女共同参画に

関する職員意識調

査実施 

2008 年 

(平 20) 

    ○ 女性キャリアセンタ

ー開設 

○ 男女共同参画社

会に関する市民意

識調査実施 

2009 年 

(平 21) 

  ○ 女子差別撤廃委員

会の総括所見公表 

○ 「配偶者等からの

暴力防止及び被害

者支援基本計画

（第２次）」策定 

 

2010 年 

(平 22) 

○ 第 54 回国連

婦人の地位委員

会(北京＋15)開

催 

○ 「男女共同参画基

本計画(第３次)」策

定 

  ○ 日高市 DV 対策

連携会議設置 

○ 女性相談開始 

○ ひだか男女共生会

議から「第３次日高

市男女共同参画プ

ラン」策定についての

提言を受ける 
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年号 国際的な動き 国内の動き 埼玉県の動き 日高市の動き 

2011 年 

(平 23) 

   ○ 「第 3 次日高市男

女共同参画プラン」

（平成 23 年度～

27 年度）策定 

2012 年 

(平 24) 

○ 第 56 回国連

婦人の地位委員

会「自然災害にお

けるジェンダー平

等と女性のエンパ

ワーメント」決議

案採択 

○ 「『女性の活躍促進

による経済活性化』行

動計画」策定 

○ 「埼玉県男女共同

参画基本計画」策

定 

○ 「配偶者等からの

暴力防止及び被害

者支援基本計画

（第３次）」策定 

○ 埼玉県男女共同

参画推進センター

(With You さ い 

たま)に配偶者暴力

相談支援センターの

機能を付加 

 

2013 年 

(平 25) 

  ○  「配偶者からの暴力

の防止及び被害者の

保護等に関する法律」

改正（施行は平成

26 年） 

○ 「日本再興戦略」

（６月 14 日閣議決

定）の中核に「女性の

活躍推進」が位置づけ

られる 

  ○ 日高市 DV 被害

者等緊急一時保護

実施要綱施行 

2014 年 

(平 26) 

○ 第 58 回国連

婦人の地位委員

会「自然災害にお

けるジェンダー平

等と女性のエンパ

ワーメント」決議

案採択 

○ 「日本再興戦略」改

訂 2014 に「『女性が

輝く社会』の実現」が

掲げられる 

○ 女性が輝く社会に向

けた 国際シンポジウム

(第 1 回国際女性会

議 WAW!)開催 

 ○ 日高市男女共同

参画庁内推進会議

設置 



83 

年号 国際的な動き 国内の動き 埼玉県の動き 日高市の動き 

2015 年 

(平 27) 

○ 第 59 回国連

婦人の地位委員

会「北京＋20」

記念会合 

○ 国連サミット(ニュ

ーヨーク)「持続可

能な開発のための

2030 アジェンダ

(2030 アジェン

ダ)」採択 

○ 「女性活躍加速のた

めの重点方針 2015」

策定 

○ 「女性の職業生活に

おける活躍の推進に

関する法律」成立、施

行(完全施行は平成

28 年) 

○ 「男女共同参画基

本計画(第４次)」策

定 

 ○ 日高市男女共同

参画に関する市民

意識調査実施 

○ ひだか男女共生会

議から「第４次日高

市男女共同参画プ

ラン」策定についての

提言を受ける 

2016 年 

(平 28) 

○ G7 伊勢志摩サ

ミット開催 

  ○「第 4 次日高市男

女共同参画プラン」

（平成 28 年度～

令和 2 年度）策定

（「日高市女性の

活躍推進計画」・

「日高市 DV 防止

基本計画」を含む） 

2017 年 

(平 29) 

 ○ 刑法改正（強姦罪

の構成要件及び法定

刑の見直し等） 

○ 「埼玉県男女共同

参画基本計画」策

定 

○ 「配偶者等からの

暴力防止及び被害

者支援基本計画

（第４次）」策定 

○ 日高市男女共同

参画推進条例施行 

○ 日高市男女共同

参画審議会設置

（ひだか男女共生

会議解散） 

2018 年 

(平 30) 

 ○ 「政治分野における

男女共同参画の推進

に関する法律」公布、

施行 

○ 「セクシュアル・ハラス

メント対策の強化につ

いて ～メディア・行政

間での事案発生を受

けての緊急対策～」策

定 

  

2019 年 

（令元） 

○ W20 日本開催

（第５回国際女

性会議 WAW!と

同時開催） 

○ 「女性の職業生活に

おける活躍の推進に

関する法律等」改正 

 ○ 日高市男女共同

参画に関する市民

意識調査実施 

○ 日高市男女共同

参画に関する事業

所意識調査実施 
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年号 国際的な動き 国内の動き 埼玉県の動き 日高市の動き 

2020 年 

（令 2） 

 ○ 「男女共同参画基

本計画(第 5 次)」策

定 

  

2021 年 

（令 3） 

   ○ 「第 5 次日高市男

女共同参画プラン」

（令和 3 年度～

７年度）策定

（「日高市女性活

躍推進計画」・「日

高市ＤＶ防止基

本計画」を含む） 

2022 年 

（令 4） 

〇 第６回国際女

性会議 WAW!の

開催 

 ○ 「埼玉県男女共同

参画基本計画」策

定 

○ 「配偶者等からの

暴力防止及び被害者

支援基本計画（第 5

次）」策定 

〇 「日高市パートナー

シップ・ファミリーシップ

宣誓制度」導入 

2023 年 

（令 5） 

〇 G7 広島サミット

2023 開催（日

光男女共同参

画・女性活躍担

当大臣会合開

催） 

  〇 パートナーシップ・フ

ァミリーシップ制度に

係る 5 市連携協定

を締結 

2024 年 

（令 6） 

 〇 「困難な問題を抱え

る女性への支援に関

する法律」 施行 

〇 「埼玉県困難な問

題を抱える女性支

援基本計画」 策

定 

○ 日高市男女共同

参画に関する市民

意識調査実施 

○ 日高市男女共同

参画に関する事業

所意識調査実施 

2025 年 

（令 7） 

 ○ 「女性の職業生活に

おける活躍の推進に

関する法律」 改正 

○ 「配偶者からの暴力

の防止及び被害者の

保護等に関する法律」

改正 
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年号 国際的な動き 国内の動き 埼玉県の動き 日高市の動き 

2026 年 

（令 8） 

   ○ 「第 6 次日高市男

女共同参画プラン」

（令和 8 年度～

12 年度）策定

（「日高市女性活

躍推進計画」・「日

高市 DV 防止基本

計画」「日高市困難

な問題を抱える女性

支援基本計画」を

含む） 
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 11  日高市男女共同参画推進条例 

平成 28 年 12 月 22 日条例第 36 号 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関して、その基本理念を掲げ、かつ、市、市民及び

事業者の責務を明らかにすること等により、市、市民及び事業者の協力及び連携による男女共

同参画の総合的かつ計画的な推進を図り、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを

目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会

的及び文化的な利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

(２) 積極的改善措置 前号に規定する機会の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内

において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(３) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。 

(４) 事業者 市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。 

(５) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方の生活環境を害し、又は性的な

言動に対する相手方の対応によって不利益を与えることをいう。 

(６) ドメスティック・バイオレンス 配偶者その他親密な関係にある者（配偶者であった者

その他親密な関係にあった者を含む。）から受ける身体的、精神的、経済的又は性的な暴力

をいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

(１) 男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別による差別的取扱いを受け

ないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が

尊重されること。 

(２) 性別による固定的な役割分担意識に基づく社会における制度又は慣行が男女の社会に

おける活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。 

(３) 男女が社会の対等な構成員として市における政策又は事業者における方針の立案及び

決定に参画する機会が確保されること。 

(４) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、家族の介護その他の

家庭生活における活動及び社会生活における活動に対等な立場で参画することができるこ

と。 
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(５) 妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項について、男女の相互の意思が尊重されるこ

と及び生涯にわたり男女が健康な生活を営むことについて配慮されること。 

(６) 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係にあることの認識に立ち、

国際的な協調の下に行われること。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画

の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、計画的に実施

するものとする。 

２ 市は、男女共同参画の推進に当たり、必要な体制を整備するとともに、財政上の措置を講ず

るよう努めるものとする。 

３ 市は、男女共同参画の推進に当たり、国及び他の地方公共団体との連携に努めるものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画に関する理解を深め、自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に積極的に参画するとともに、市が実施する男女共同参画

の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、積極的に男女共同参画の推進に

努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるもの

とする。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において男女が共同して参画することができ

る体制の整備に積極的に取り組むよう努めるものとする。 

（性別による権利侵害の禁止） 

第７条 何人も、社会のいかなる分野においても、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハ

ラスメント、ドメスティック・バイオレンスその他の性別に起因する権利侵害に当たる行為を

行ってはならない。 

（公衆に表示する情報に関する配慮） 

第８条 何人も、公衆に情報を表示する際には、次に掲げる表現を用いないよう配慮しなければ

ならない。 

(１) 性別による固定的な役割分担又は差別を連想させ、又は助長する表現 

(２) 性別に起因する暴力を是認させ、又は助長する表現 

(３) 過度の性的な表現 

（基本計画の策定） 
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第９条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を計画的に実施するため、男女共同参画の推

進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定するものとする。 

２ 市長は、基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映することができる

よう、適切な措置を講ずるとともに、日高市男女共同参画審議会に諮問するものとする。 

３ 市長は、基本計画を策定したときは、速やかに、これを公表するものとする。 

４ 前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

（年次報告） 

第 10 条 市長は、毎年度、男女共同参画の推進状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実

施状況を明らかにする報告書を作成し、これを公表するものとする。 

（相談及び苦情への対応） 

第 11 条 市長は、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・

バイオレンスその他の性別に起因する権利侵害に関し、市民、事業者等から相談の申出を受け

たときは、関係機関と連携し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を

及ぼすと認められる施策に関し、市民又は事業者から苦情の申出を受けたときは、適切な措置

を講ずるよう努めるものとする。 

（委任） 

第 12 条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 29 年１月１日から施行する。 
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 12  日高市男女共同参画審議会条例 

平成 28 年 12 月 22 日条例第 37 号 

（設置） 

第１条 男女共同参画の推進に資するため、日高市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 

(１) 基本計画に関する事項 

(２) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画に関する重要事項 

（組織） 

第３条 審議会は、委員 10 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 知識経験を有する者 

(２) 市民 

３ 市長は、前項第２号に掲げる者のうちから委員を委嘱する場合は、公募するものとする。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第５条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（関係者の出席等） 

第７条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を

聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。  
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（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則（抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年1月1日から施行する。 
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○日高市男女共同参画審議会委員名簿 

職 氏 名 選出区分等 

会長 永田 恵子 知識経験者 

職務代理 小林 奈穂美 知識経験者 

委員 佐々木 良亨 知識経験者 

委員 鈴木 美智江 知識経験者 

委員 杉山 博行 知識経験者 

委員 松川 晃代 知識経験者 

委員 伊藤 一雄 知識経験者 

委員 横手 幸江 知識経験者 

委員 関川 恵美 知識経験者 

委員 樋口 麻子 市民委員（公募） 
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 13  日高市男女共同参画庁内推進会議設置規程 

平成 26 年９月 30 日訓令第９号 

改正 

平成28年３月30日訓令第５号 

平成29年３月23日訓令第２号 

平成30年３月22日訓令第３号 

平成31年３月13日訓令第２号 

日高市男女共同参画庁内推進会議設置規程 

日高市女性政策庁内推進会議設置規程（平成13年訓令第４号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 日高市の男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的かつ効果的に推進するため、

日高市事務組織規則（平成17年規則第31号）第13条の規定に基づき、日高市男女共同参画庁

内推進会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 会議は、次に掲げる事項について調査審議する。 

(１) 男女共同参画プランの策定及び進行管理に関すること。 

(２) 男女共同参画社会の実現に向けた施策の総合調整に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、男女共同参画に係る必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 会議は、委員11人をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。 

(１) 総務部長 

(２) 総務課長 

(３) 危機管理課長 

(４) 産業振興課長 

(５) 生活福祉課長 

(６) 障がい福祉課長 

(７) 子育て応援課長 

(８) 長寿いきがい課長 

(９) 保健相談センター所長 

(10) 学校教育課長 

(11) 生涯学習課長 
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（会長及び副会長） 

第４条 会議に会長を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。 

２ 会議に副会長を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 会議は、会長が招集し、その議長となる。 

（関係職員の出席等） 

第６条 会議は、必要があると認めるときは関係職員の出席を求め、その説明若しくは意見を聴

き、又は関係職員から資料の提出を求めることができる。 

（作業部会） 

第７条 会議に、男女共同参画プランの策定に係る調査研究をするため、作業部会を置く。 

２ 作業部会の委員は、職員のうちから市長が任命する。 

３ 作業部会に関し必要な事項は、別に定める。 

（庶務） 

第８条 会議の庶務は、総務部総務課において処理する。 

（委任） 

第９条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定

める。 

附 則 

この訓令は、平成26年10月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月30日訓令第５号） 

この訓令は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月23日訓令第２号） 

この訓令は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月22日訓令第３号） 

この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月13日訓令第２号） 

この訓令は、平成31年４月１日から施行する。 
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○日高市男女共同参画庁内推進会議委員名簿 

氏 名 備 考 

樋口 成男 総務部長（会長） 

稲垣 衛 総務課長（副会長） 

犬竹 高 危機管理課長 

米澤 和成 産業振興課長 

堀口 喜由 生活福祉課長 

西 長武 障がい福祉課長 

今田 麻弓 子育て応援課長 

石森 昭博 長寿いきがい課長 

大野 雅司 保健相談センター所長 

下ノ坊 圭 学校教育課長 

吉野 修 生涯学習課長 

 

○日高市男女共同参画庁内推進会議作業部会委員名簿 

氏 名 備 考 

宮川 那枝 総務課主査 

石井 貴大 危機管理課主査 

大野 晃 産業振興課主査 

小峰 賢吾 
生活福祉課主任 

（令和 7 年 9 月 30 日まで） 

小林 裕介 
生活福祉課主任 

（令和 7 年 10 月 1 日から） 

武藤 千恵子 障がい福祉課主査 

鈴木 織絵 子育て応援課主査 

栗原 孝芳 長寿いきがい課主査 

市川 朋江 保健相談センター主査 

濱浦 雅英 学校教育課主査 

上 浩一 生涯学習課主査 
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 14  日高市 DV 対策連携会議設置規程 

平成 22 年３月 29 日訓令第４号 

改正 

平成23年３月９日訓令第１号 

平成25年11月１日訓令第４号 

平成25年12月27日訓令第６号 

平成28年３月30日訓令第５号 

平成29年３月23日訓令第２号 

平成31年３月13日訓令第２号 

令和２年３月30日訓令第４号 

日高市DV対策連携会議設置規程 

第１条 日高市事務組織規則（平成 17 年規則第 31 号）第 13 条の規定に基づき、日高市 DV 対

策連携会議（以下「会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 会議の所掌事務は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成

13 年法律第 31 号）第２条の規定に基づき、次のとおりとする。 

(１) DV 被害者に対する総合的な支援のための連携体制の構築に関すること。 

(２) DV 被害者の処遇検討及び被害者の支援に関すること。 

(３) 配偶者からの暴力の防止及び被害者支援基本計画の策定、推進、連絡調整、進行管理及

び見直しに関すること。 

(４) その他 DV 被害者の支援に必要な事項の検討に関すること。 

（組織） 

第３条 会議は、委員 13 人をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。 

(１) 総務課長 

(２) 税務課長 

(３) 収税課長 

(４) 産業振興課長 

(５) 市民課長 

(６) 生活福祉課 

(７) 障がい福祉課 

(８) 子育て応援課長 

(９) 長寿いきがい課長 
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(10) 保険年金課長 

(11) 保健相談センター所長 

(12) 学校教育課長 

(13) 選挙管理委員会事務局長 

（会長） 

第 4 条 会議に会長を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。 

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第 5 条 会議は、会長が招集し、その議長となる。 

（関係職員の出席等） 

第 6 条 会議は、必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求め、その説明若しくは意見

を聴き、又は関係職員等から資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第 7 条 会議の庶務は、総務部総務課において処理する。 

（委任） 

第 8 条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って

定める。 

附 則 

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則（平成23年3月9日訓令第1号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年11月1日訓令第4号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年12月27日訓令第6号） 

この訓令は、平成26年1月3日から施行する。 

附 則（平成28年3月30日訓令第5号） 

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。 

附 則（平成29年3月23日訓令第2号） 

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。 

附 則（平成31年3月13日訓令第2号） 

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 

附 則（令和2年3月30日訓令第4号） 

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。  
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○日高市 DV 対策連携会議委員名簿 

氏 名 備 考 

稲垣 衛 総務課長（会長） 

岡野 真紀 税務課長 

清水 学 収税課長 

米澤 和成 産業振興課長 

須田 幸知 市民課長 

堀口 喜由 生活福祉課長 

西 長武 障がい福祉課長 

今田 麻弓 子育て応援課長 

石森 昭博 長寿いきがい課長 

小島 敏彦 保険年金課長 

大野 雅司 保健相談センター所長 

下ノ坊 圭 学校教育課長 

稲垣 衛 選挙管理委員会事務局長 
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 15  諮問 

日 総 発 第 3 7 2 号 

令 和 ８ 年 １ 月 20 日 

 

日高市男女共同参画審議会 

会長 永 田 恵 子 様 

 

 

日高市長 谷ケ﨑 照 雄 

 

 

   第６次日高市男女共同参画プランの策定について（諮問） 

第６次日高市男女共同参画プランの策定について、日高市男女共同参画推進条例（平

成 28 年 12 月 22 日第 36 号）第９条第２項の規定に基づき、貴審議会の意見を求め

ます。 

記 

 

１ 諮問事項 第６次日高市男女共同参画プランの策定について 

 

２ 諮問趣旨 

本市では、性別による固定観念を取り除き、男女が自らの生き方を個性や意欲に

応じて主体的に選択し、様々な要因により困難な状況に置かれやすい人なども含め、

誰もが生き生きと活躍できることを目指し、日高市男女共同参画プランに基づき、

様々な施策や取組を総合的かつ計画的に推進してきました。 

現行の第５次日高市男女共同参画プランの計画期間が令和７年度末で終了するこ

とから、令和６年度に実施した男女共同参画に関する意識調査結果等を踏まえ、次期

計画である第６次日高市男女共同参画プランについてご審議いただきたく諮問する

ものです。 
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 16  答申 

令 和 ８ 年 １ 月 20 日 

 

日高市長 谷ケ﨑 照 雄 様 

 

 

日高市男女共同参画審議会 

会長 永 田 恵 子 

 

第６次日高市男女共同参画プランの策定について（答申） 

令和８年１月 20 日付け、日総発第 372 号にて諮問のあった標記の件について、

本審議会において審議した結果、おおむね妥当なものと判断します。 

下記のとおり意見を付して答申いたします。 

 

記 

 

1 基本理念「ひとりひとり だれもが かがやく 日高」にのっとり、多様性を認め

合い、誰もが活躍できる暮らしやすいまちの実現に向け、市民、事業所との協働のも

と取組を進めてください。 

 

２ 施策を推進するに当たり、市役所関係各部署との連携を図り、男女共同参画の視点

を取り入れながら計画的に事業を進めてください。 

 

３ 達成すべき目的が明確となるような成果指標を設定し、また実効性を高めるため毎

年ＰＤＣＡサイクルによる計画の進行管理を行ってください。 

 

４ 女性をめぐる課題は、ＤＶ、性暴力・性犯罪被害、生活困窮など多様化、複雑化、

複合化しており、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が令和６年４月か

ら施行されました。今回のプランから新たに内包された「日高市困難な問題を抱える

女性支援基本計画」に基づき、困難な問題を抱える女性を早期に把握し、包括的に支

援するための取組を進めてください。  
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 17  用語解説 

 

 用 語 意    味 

あ
行 アジェンダ 

ラテン語のagendaが語源であり、元々は「やるべきこと」の意。

英語では「予定表」の意味もあり、政府や機関が対処することを計

画している問題や主題、会議で議論される主題のリスト等を意味

します。 

アンコンシャス・

バイアス 

無意識のうちに個人が持っている偏見や先入観のことです。過

去の経験や社会的な固定観念などから形成され、自分では気付か

ないうちに人や物事を評価・判断する際に影響を与えます。 

例えば、「女性はリーダーシップよりもサポート役に向いてい

る」という思い込みや、「理系の学生は男性が多い」というイメー

ジから、特定の性別の採用や昇進に無意識のうちに影響を与えて

しまうことがあります。これにより、能力のある人が正当に評価さ

れないなど、不公平な結果を生む可能性があります。 

Ｍ字カーブ 

日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30

歳代を谷とし、20歳代後半と40 歳代後半が山になるアルファ

ベットのMのような形になることをいいます。これは、結婚や出

産を機に労働市場から退出する女性が多く、子育てが一段落す

ると再び労働市場に参入するという特徴があるためです。なお、

国際的に見ると、アメリカやスウェーデン等の欧米諸国では、

子育て期における就業率の低下はみられません。 

ＬＧＢＴQ 

LGBTQは、多様な性のあり方を示す言葉で、L（レズビアン：

女性同性愛者）、G（ゲイ：男性同性愛者）、B（バイセクシュ

アル：両性愛者）、T（トランスジェンダー：生まれた時の性と

性自認が異なる人）、Q（クィア又はクエスチョニング：多様な

性全体を包括する言葉、あるいは自身の性自認や性的指向が定

まっていない人）の頭文字をとったものです。これは性的少数

者（セクシュアル・マイノリティ）の総称として使われ、それぞ

れの人が持つ「性のあり方」の多様性を表しています。近年で

は、さらに多様な性を包括するため「LGBTQ+」と表現される

こともあります。 
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 用 語 意    味 

えるぼし 

女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取組状況

が優良な企業を厚生労働大臣が認定する制度です。認定企業は

「えるぼし認定マーク」を使用でき、企業イメージ向上や人材

確保につながっています。 

エンパワーメント 

自主性と自己決定の度合いを高め、責任を持って自己決定し

た方法で、自分の権利を代表し、自分の権限で行動できるよう

にする一連の措置のことをいいます。ここでは自己決定能力を

高めていくという意で用いられています。 

か
行 

 

家族経営協定 

家族農業経営に携わる各世帯員が、家族間の十分な話し合い

に基づき、経営方針や役割分担、世帯員全員が働きやすい就業

環境等について取り決める協定のことです。 

くるみん 

子育てサポート企業として厚生労働大臣に認定された企業が

使用できるマークの愛称です。仕事と子育ての両立支援に積極

的に取り組む企業を評価・促進し、少子化対策に貢献すること

を目的としています。認定を受けるには、育児休業取得率など

一定の基準を満たす必要があります。 

合計特殊出生率 

15歳から49歳までの女性の年齢別出産率を合計したもので、

1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に子ども

を産むとした場合の平均の子どもの数です。 

固定的な性別役割

分担意識 

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めること

が適当であるにも関わらず、「男は仕事、女は家庭」、「男性は

主要な業務、女性は補助的業務」等のように、男性、女性という

性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のことです。 

困難な問題を抱え

る女性への支援に

関する法律 

 年齢・障がい・国籍等を問わない全ての女性の人権が尊重さ

れ、安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現のため、支援

の枠組みを構築、強化する法律です。昭和31年に施行された「売

春をなすおそれのある女子の保護更生」を目的とする売春防止

法から脱却させ、先駆的な女性支援を実施する「民間団体との

協働」といった視点も取り入れ、対象者の包括的な支援を目的

に、令和4年5月25日法律第52号として公布、令和6年4月1日に

施行されました。 
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 用 語 意    味 

さ
行 

ジェンダー 

「社会的・文化的に形成された性別」のことです。人間には生

まれついての生物学的性別（セックス／sex）があります。一方、

社会通念や慣習の中には、社会によってつくり上げられた「男

性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を「社会

的・文化的に形成された性別」（ジェンダー／gender）といいま

す。「社会的・文化的に形成された性別」は、それ自体に良い、

悪いの価値を含むものではなく、国際的に広く使われています。 

持続可能な開発の

ための2030アジ

ェンダ 

平成13年に策定されたミレニアム開発目標（Millennium 

Development Goals: MDGs）の後継として平成27年９月に国

連で採択された、平成28(2016)年から令和12(2030)年までの

国際目標。MDGsの残された課題（例:保健、教育）や新たに顕

在化した課題（例:環境、格差拡大）に対応するように、新たに

17ゴール・169ターゲットからなる持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals : SDGs）が設けられてお

り、ゴール5ではジェンダー平等の達成と全ての女性及び女児の

エンパワーメントが掲げられています。 

出生時育児休業

（産後パパ育休） 

母親の心身の負担が大きい産後の時期に、父親が育児や家事

をサポートし、夫婦で協力して子育てをスタートできるように、

令和4年10月1日に施行した育児休業制度です。この制度で父親

は出生後8週間以内に最大4週間、2回まで分けて休業をするこ

とが可能です。 

生涯未婚率 

生涯未婚率は、おおむね50歳までに未婚だった人の割合を示

し、国勢調査の45～49歳と50～54歳の５歳ごとの階級区分未

婚率データを単純平均したものです。 

女性の職業生活に

おける活躍の推進

に関する法律（女

性活躍推進法） 

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性

の個性と能力が十分に発揮されるよう、女性の職業生活におけ

る活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図ることを目的

に、平成27年9月4日法律第64号として公布、施行されました。

基本原則を定め、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らか

にするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性

の職業生活における活躍を推進するための支援措置等を定めて

います。 
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 用 語 意    味 

女性の労働力率 

女性の年齢階級別労働力率について、昭和50年からほぼ10年

ごとの変化を見ると、現在も依然としてM字カーブを描いてい

るものの、ほとんどの年齢層で労働力率は高くなってきていま

す。M字のボトムの形状の変化に注目すると、M字カーブの底は

大きく上がり、台形に近づいてきています。この変化は、女性の

晩婚・晩産化による子育て年齢の上昇や、少子化による子育て

期間の短期化などによるものと考えられます。 

性 自 認 （ Gender 

Identity） 

自分がどの性別であると認識しているか、という個人の内面

的な感覚です。「心の性」とも呼ばれ、生まれた時に割り当てら

れた性別（戸籍上の性別）とは異なる場合もあります。男性、女

性、どちらでもない、両方など、多様なあり方があります。 

性的指向（Sexual 

Orientation） 

人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すもので

あり、具体的には、恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同

性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛を指します。 

性的少数者 

同性愛者・両性愛者・体と心の性に違和を感じている人など

のこと。性的マイノリティ。セクシュアルマイノリティ。 

（参考→ＬＧＢＴQ） 

セクシュアル・ 

ハラスメント 

継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相手の

意思に反して行われる性的な言動であり、単に雇用関係にある

者の間のみならず、施設における職員とその利用者との間や団

体における構成員間など、様々な生活の場で起こり得るもので

す。 

また、職場において行われる性的な言動に対する女性労働者

の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受

けるものを「対価型セクシュアル・ハラスメント」、当該性的な

言動により女性労働者の就業環境が害されるものを「環境型セ

クシュアル・ハラスメント」と言われています。 

SOGI（ソジ又は

ソギ） 

Sexual Orientation（性的指向）とGender Identity（性自認）

の頭文字を取った略語です。誰に恋愛感情や性的関心が向くか

（性的指向）と、自分自身をどの性別だと認識しているか（性自

認）という、全ての人が持つ性のあり方を指します。 



104 

 用 語 意    味 

た
行 

多様な働き方実践

企業 

仕事と生活の両立を支援するため、多様で柔軟な働き方を実

践している企業等を埼玉県が認定する制度です。認定を受けた

企業は認定証が交付され、求人面でのPR等で多様なメリットが

あります。 

男女共同参画基本

計画 

国の定める男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な

計画です。男女共同参画社会基本法第13条により、男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の総合的な推進を図るために

国が定めなければならないとされています。 

都道府県及び市町村においても、男女共同参画社会基本法第

14条により、区域における男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策についての基本的な計画を、都道府県は国の計画を勘

案して定めなければならないこと、市町村は国の計画及び都道

府県の計画を勘案して定めるよう努めなければならないことと

されています。 

男女共同参画社会 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社

会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、も

って男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享

受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会のことです。 

男女共同参画社会

基本法 

男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、

地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定め

ることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に

推進することを目的に、平成11年6月23日法律第78号として公

布、施行されました。 

デートDV 

高校生や大学生など、若年者の恋人同士の親しい間柄でふる

われる様々な暴力のことです。殴る・蹴るなどの身体的暴力だ

けでなく、精神的、性的、経済的な支配も含まれます。「携帯電

話を見せるよう強要する」「交友関係を制限する」「避妊に協力

しない」などが例として挙げられます。若年層に多く見られ、深

刻な影響を及ぼします。 
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ドメスティック・ 

バ イ オ レ ン ス

(DV:Domestic 

Violence） 

配偶者その他親密な関係にある者（配偶者であった者その他

親密な関係にあった者を含む。）から受ける身体的、精神的、経

済的又は性的な暴力のこと。「ドメスティック・バイオレンス

（Domestic Violence）」や「DV」は、法令等で明確に定義さ

れた言葉ではなく、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律」（平成13年4月13日法律第31号）では、「配

偶者からの暴力」という文言が使用されています。 

は
行 

配偶者からの暴力 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

で定義されており、本計画では「配偶者等からの暴力」「DV

（ドメスティック・バイオレンス）」と同義で使われています。 

○ 「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」

を含みます。男性、女性の別を問いません。また、離婚後（事

実上離婚したと同様の事情に入ることを含みます。）も引き

続き暴力を受ける場合を含みます。 

○ 「暴力」は、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害

な影響を及ぼす言動を指します。なお、保護命令に関する規

定については、身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫の

みを対象としているほか、身体に対する暴力のみを対象とし

ている規定もあります。 

○ 生活の本拠を共にする交際相手（婚姻関係における共同生活

を営んでいない者を除きます。）からの暴力について、この

法律を準用することとされています。また、生活の本拠を共

にする交際をする関係を解消した後も引き続き暴力を受け

る場合を含みます。 

配偶者からの暴力

の防止及び被害者

の保護等に関する

法律（DV防止法） 

家庭内に潜在していた夫婦間の暴力について、人権擁護と男

女平等の実現を図るため、配偶者やパートナー等からの暴力の

防止及び被害者の保護救済を目的に、平成13年4月13日法律第

31号として公布、平成13年10月13日に施行されました。以降、

法律が改正され対象者が拡大されました。 

ポジティブ・アク

ション（積極的改

善措置） 

様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改

善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、

活動に参画する機会を積極的に提供するものであり、個々の状況
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に応じて実施していくものです。 

積極的改善措置の例としては、国の審議会等委員への女性の登

用のための目標の設定や、女性国家公務員の採用・登用の促進等

が実施されています。男女共同参画社会基本法では、積極的改善

措置は国の責務として規定され、また、国に準じた施策として地

方公共団体の責務にも含まれています。 

ら
行 リプロダクティ

ブ・ヘルス／ライ

ツ（性と生殖に関

する健康と権利） 

1994年にカイロで開催された国際人口・開発会議において提

唱された概念で、今日、女性の人権の重要な一つとして認識さ

れるに至っています。リプロダクティブ・ヘルス／ライツの中

心課題には、いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、

安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生

まれ育つことなどが含まれており、また、思春期や更年期にお

ける健康上の問題等、生涯を通じての性と生殖に関する課題が

幅広く議論されています。 

労働力率 

労働力状態「不詳」を除いた人口（日本では15歳以上）に対

する労働力人口の比率です。労働力人口は就業者に完全失業者

を加えた人数で、15歳以上で働いている人と働く意欲を持つ人

がどれくらいいるのかを示すものです。 

わ
行 

WAW! 

(World Assembly 

for Women) 

日本政府の最重要課題の1つであるジェンダー平等と女性のエ

ンパワーメントを国内外で実現するための取組の一環として、日

本政府が2014年から開催している国際会議です。 

ワーク・ライフ・

バランス（仕事と

生活の調和） 

多様な働き方が確保されることによって、個人のライフスタイ

ルやライフサイクルに合わせた働き方の選択が可能となり、性や

年齢にかかわらず仕事と生活との調和を図ることができるよう

になることです。男性も育児・介護・家事や地域活動、さらには

自己啓発のための時間を確保できるようになり、女性について

は、仕事と結婚・出産・育児との両立が可能になります。 

働く人が仕事上の責任を果たそうとすると、仕事以外の生活で

やりたいことや、やらなければならないことに取り組めなくなる

のではなく、両者を実現できる状態のことです。 
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